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はじめに 

本書は、PCdesk Next の基本的な操作について説明したものです。 

PCdesk Next の操作方法を確認する際にご使用ください。 

 

 

本書の対象者 

本書は、PCdesk Next を使用して申告等の手続きを行う納税義務者・特別徴収義務者及び代理人（税理

士・税理士法人等）を対象としています。 

 

PCdesk の各ソフトウェアで利用できる機能 

eLTAX では、無料でご利用いただける eLTAX 対応ソフトウェアとして、PCdesk(DL 版)、

PCdesk(WEB 版)、PCdesk(SP 版)、PCdesk Next の 4 種類を提供しています。 

各ソフトウェアで利用できる機能は以下のとおりです。 

（凡例） ○：利用できる、×：利用できない 

利用できる機能 
PCdesk の種類 

DL 版 WEB 版 SP 版 Next 

利用届出 

新規 ○（※2） ○ × × 

廃止 ○ ○ × × 

照会・変更 ○ ○ × × 

申告 ○（※3） × × ○（※6） 

申請・届出 × ○（※4） × ○（※6） 

納税（※1） ○ ○ × × 

メッセージ照会 ○ ○ ○（※5） × 

処分通知等照会 ○ × × × 

メール宛名の登録・削除 ○ ○ × × 

PCdesk(DL 版)の入手 × ○ × × 

（※1）口座登録の機能を含みます。 

（※2）既にご自身の利用届出（新規）を行って利用者 ID をお持ちの税理士等の代理人が、依頼人の代理で行う場合のみ可能で

す。ご自身の利用届出（新規）は PCdesk(WEB 版)から行います。 

（※3）以下の税目に関する手続きが対象です。 

法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税、地方法人特別税、都道府県民税（利子割）、都道府県民税（配当割）、 

都道府県民税（株式等譲渡所得割）、法人市町村民税、固定資産税（償却資産）、個人住民税、事業所税 

（※4）以下の税目に関する手続きが対象です。 

    法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、個人住民税、事業所税 

   また、以下の様式の手続きも対象です。 

税務代理権限証書、その他申請書、地方公共団体が独自に用意している団体個別様式 

（※5）メッセージの印刷及び添付ファイルの閲覧やダウンロードは行えません。 

（※6）以下の税目に関する手続きが対象です。 

    地方たばこ税（都道府県たばこ税、市区町村たばこ税）、ゴルフ場利用税、宿泊税、入湯税、軽油引取税 

    また、これらの税目およびその他の税目に係る以下の様式の手続きも対象です。 

    更正請求書、申告書の提出期限の延長の承認申請書、納税管理人申告（申請）書、課税対象とならない利用（課税免除）

の届出書、地方公共団体が独自に用意している団体個別様式 
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マニュアルの構成 

PCdesk Next のマニュアルは、以下の分冊で構成されています。各分冊の概要は、以下のとおりです。 

   で囲んだマニュアルが本書となります。 

 

編 マニュアル名 概要 

ガイド編 PCdesk Next ガイド 

【申告等】 

PCdesk Next の基本的な操作方法、利用環

境の設定方法を説明しています。 

エラーメッセージ編 PCdesk Next 

別冊エラーメッセージ集 

PCdesk Next のエラーメッセージと対処方

法を説明しています。 

データ作成支援ソフト編 PCdesk Next 

別冊データ作成支援ソフトガイド 

PCdesk Next で、申告書等を作成する際の

入力補助に使用するデータ作成支援ソフト

の操作方法を説明しています。 

 

本書の見方 

• 使用しているマーク 

マーク 説明 

  
操作を行う上で、注意が必要な情報です。 

 

  
便利な操作、関連する操作等、操作をする上で、ヒントやポイントとなる

情報です。 

■  
画面名を示しています。 

 

 
参照先を示しています。 

参照先が本書内の場合は、クリックすると該当ページにジャンプします。 

 

• 画面名、ボタン名、画面上の項目 

画面名、ボタン名等の画面上の項目は、「 」で囲んで表記しています。 

• 本書では、納税義務者と特別徴収義務者を合わせて呼称する場合に「納税者等」と表記していま

す。 

• 本書では、税理士と税理士法人を合わせて呼称する場合に「税理士等」と表記しています。 

• 本書では、申告および申請・届出を「申告等」と表記しています。 

 



はじめに 

 

 v 

 

章 

節以降 

• 本書の構成 

本書は、以下の構成になっています。 

章の冒頭に、操作の概要と手続きの流れを記載しています。 

はじめに章の冒頭をお読みになり、次に節（1.1、1.2 等）以降で操作の内容をご確認くださ

い。 

 

また、付録として、PCdesk Next で利用可能な手続きの一覧、用語の説明を巻末に記載してい

ます。操作を行う際に、適宜ご確認ください。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

はじめにお読みください。 

その章で説明する操作の概要と

手続きの流れを確認します。 

操作の流れを確認します。 

画面によっては記載がないものもあります。 

手順に従って操作します。 

注意点やポイントを確認します。 
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 PCdesk Next でできること 

この章では、PCdesk Next の概要や PCdesk Next を利用する手続きの一連の流れについて説明します。 

 

1.1 PCdesk Next の概要 

PCdesk Next は、地方たばこ税（都道府県たばこ税・市区町村たばこ税）、ゴルフ場利用税、入湯税、宿泊

税及び軽油引取税に係る申告等を行うことができるシステムです。Microsoft Edge や Google Chrome 等

の WEB ブラウザから利用できます。 

また、これらの税目に係る手続きに加えて、その他の税目についても、税目共通様式を用いて各種手続きを

行うことができます。 

 

 ポイント 

• 税目共通様式とは、特定の税目によらず、複数の税目で共通的に利用できる手続きの様式です。 

この様式を使用して申告書等を作成する操作は、以下をご参照ください。 

 「5.3 税目共通の申告書等を作成する」 

 

PCdesk Next では、申告書等の作成にあたって以下の機能が利用できます。 

■申告書等を提出先ごとに作成できます。また、複数の申告書等を一括で作成できます。 

■合計金額の自動計算等の入力補助機能を利用して申告書等を作成できます。 

■CSV 取込機能を利用することにより、データ作成支援ソフトや自社システム等で作成した CSV ファイル 

をもとに申告書等を作成できます。 

■提出先の地方公共団体が独自に定めた団体個別様式をダウンロードしたうえで、この様式を用いて申告書

等を作成できます。 

 

 ポイント 

• 団体個別様式とは、提出先の地方公共団体が独自に定めたうえで、eLTAX の手続きに利用するために PCdesk 

Next に登録された様式です。申告書等の作成にあたっては、この様式をダウンロードしたうえで、必要事項を 

入力・編集します。この様式を使用して申告書等を作成する操作は、以下をご参照ください。 

 「5.4 地方公共団体が独自に用意した様式をもとに申告書等を作成する」 

 

 ポイント 

• PCdesk Next で利用できる手続きについては、以下をご参照ください。 

 「9【付録】利用可能な手続き」 
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1.2 PCdesk Next を利用した手続きの一連の流れ 

ここでは、eLTAX の利用を開始するところから、PCdesk Next を利用して申告等を行ったうえで、納税の

手続きを行うまでの一連の流れをご紹介します。 

すべての手続きを行うためには、PCdesk Next のほかに PCdesk(WEB 版)と、必要に応じて PCdesk(DL

版)を使用します。 

 

 

 

（凡例） ：必須の作業 ：任意の作業 

：PCdesk(WEB 版)での作業 

：PCdesk(DL 版)での作業 

：PCdesk Next での作業 

：eLTAX を初めて利用する場合のみ必要な作業 

   

 

 ポイント 

• eLTAX は 1 法人につき、1 利用者 ID の取得を原則としています。 

ただし、「個人住民税（特別徴収）」や「ゴルフ場利用税」など、特別徴収義務者や施設といった 

単位で、同一法人内でも申告や納税が分かれるケースがあります。 

このように、同一法人内でも個別に申告等を実施する税目においては、複数の利用者 ID を取得する

ことも可能です。複数の利用者 ID を取得する際は、それぞれの利用者 ID の区別ができるように、 

異なる名称や各事業所の住所を設定してください。 

なおこれは、１法人が１特別徴収義務者とならない税目に限り複数 ID を取得することを容認するも

ので、１法人が複数 ID を取得することを推奨するものではありません。 

 

 

（次ページに続く） 

 

 注意 

• 以下の手続きは、PCdesk Next では行うことができません。PCdesk(WEB 版)又は PCdesk(DL 版)から行って 

ください。 

・利用者 ID の取得          ※ PCdesk(WEB 版)からのみ手続きが行えます。 

・提出先の追加 

・申告に関する代理行為の手続き    ※ PCdesk(DL 版)からのみ手続きが行えます。 

・受付完了通知の確認 

・納付の手続き 

WEB 

DL 

Next 

初回のみ 

利用者 ID を取得する 

利用届出（新規）を行い、納税者等（本人）又は代理人の利用者 ID を取得します。 

申告書等の提出先や納税先となる地方公共団体を 1 つ選んで、利用者情報を入力・送信します。 

提出先が複数ある場合は、次の「提出先を追加する」の手順を実施してください。 

「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」－「2.1 利用届出（新規）を行う」 

初回のみ WEB 
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（前ページから） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子署名を付与して送信する 
 

作成した申告書等に電子署名を付与して送信します。 

「7. 申告書等に電子署名を付与して送信する」 

Next 

納付の手続きをする 

申告書等を提出した地方公共団体に対して、納付の手続きを行います。 

「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」－「8 納税の手続きを行う」 

「ガイド編 PCdesk(DL 版)ガイド【申告、納税等】」－「6 納税の手続きを行う」 

申告書等を作成する 
 

申告書等を作成します。提出先ごとに作成する方法と、複数の申告書等を一括で作成する方法がありま

す。 

「5. 提出先ごとに申告書等を作成する」 

「6. 複数の申告書等を一括で作成する」 

Next 

納税者等が利用者 ID を取得していない場合は、代理人が PCdesk(WEB 版)から利用届出（新規）を行っ

て、代理行為を行う納税者等の利用者 ID を取得します。その後、代理行為を行う納税者等に切り替えま

す。納税者等が既に利用者 ID を取得している場合は、納税者等の利用者 ID を確認した上で、納税者等

に申告の代理行為の承認を依頼して承認を受けます。 

その後、納税者切替を行って代理行為を行う納税者等に切り替えます。 

「ガイド編 PCdesk(DL 版)ガイド【申告、納税等】」－「5. 代理行為に関する手続きを行う」 

代理行為を行うための手続きをする 

（代理人が申告する場合のみ） 

WEB DL 

DL 

WEB DL 

WEB DL 

複数の地方公共団体に手続きを行う場合、登録していない提出先を追加します。 

提出先が単一の地方公共団体のみの場合、本作業は不要です。 

「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」－「3.2 提出先・手続き情報を変更する」 

「ガイド編 PCdesk(DL 版)ガイド【申告、納税等】」－「3.2 提出先・手続き情報を変更する」 

提出先を追加する 

受付完了通知を確認する 

地方公共団体等から届いたメッセージや受付完了通知を確認します。 

「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」－「9.2 メッセージを照会する」 

「ガイド編 PCdesk(DL 版)ガイド【申告、納税等】」－「7.2 メッセージを照会する」 
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 利用環境設定 

この章では、PCdesk Next の利用環境を設定する操作について説明します。 

ご利用になるパソコンで PCdesk Next の操作を初めて行う際に実施してください。 

 

2.1 PCdesk Next の利用準備をする 

PCdesk Next を利用できるよう、ご利用のパソコンの環境を整えます。 

PCdesk Next を新規利用する場合 

 

 

 

 

 

PCdesk Next を利用するパソコンの動作環境を確認します。 

 「2.1.1 動作環境を確認する」 

 

 

 

 

 

電子証明書を使用して署名するために必要なプラグインを 

パソコンにインストールします。 

 「2.1.2 署名用のプラグインをインストールする」 

「プラグイン」の説明は、以下の参照先の用語説明をご確認くだ

さい。 

 「【付録】用語説明」 

 

 

 

 

 

PCdesk Next のポップアップを許可します。 

 「2.1.3 ポップアップの許可設定」 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

動作環境を確認する 

ポップアップの許可設定 

署名用のプラグインを 

インストールする 
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2.1.1 動作環境を確認する 

PCdesk Next を利用するパソコンの動作環境を確認します。 

 注意 

• PCdesk Next は、スマートフォンやタブレット型端末からは利用できません。 

 

PCdesk Next では、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを介して、eLTAX の受付窓口であるポ

ータルセンタと電子申告等の手続きを行います。 

ご利用にあたっては、インターネットが利用できる環境が必要です。（高速回線を使用することを推奨しま

す。） 

PCdesk Next のご利用においては、以下のオペレーティングシステム（OS）及び Web ブラウザの環境を推

奨します。 

 

WindowsOS の動作環境 

 ハードウェア 

CPU 1GHz 以上 

メモリ オペレーティングシステム（OS）の bit 数に応じて、以下のメモリを

推奨しています。 

・32bit の場合 1GB 以上 

・64bit の場合 2GB 以上 

ハードディスクドライブ（HDD） 1GB 以上の空き領域 

画像解像度 1,920×1,080 以上 

画面表示色 65,536 色以上 

 

 ソフトウェア 

オペレーティングシステム（OS） 以下のいずれかの OS を推奨しています。 

なお、いずれも日本語対応版であることが必要です。 

・Microsoft Windows 10（32bit／64bit） 

・Microsoft Windows 11（64bit） 

Web ブラウザ 以下のいずれかの Web ブラウザを推奨しています。 

・Microsoft Edge（Microsoft Windows 10(32bit 版／64bit 版）及

び Microsoft Windows 11（64bit 版）） 

・Google Chrome（Microsoft Windows 10(32bit 版／64bit 版）及

び Microsoft Windows11（64bit 版）） 
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macOS の動作環境 

 ハードウェア 

CPU 1GHz 以上 

メモリ 4GB 以上 

ハードディスクドライブ（HDD） 1GB 以上の空き領域 

画像解像度 1,920×1,080 以上 

画面表示色 65,536 色以上 

 

 ソフトウェア 

オペレーティングシステム（OS） 以下のいずれかの OS を推奨しています。 

・macOS 12 

・macOS 13 

・macOS 14 

Web ブラウザ Safari の最新バージョン 
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2.1.2 署名用のプラグインをインストールする 

電子証明書を使用して署名するためには、署名用のプラグインが必要です。インストールされていない場合

は、署名用のプラグインをパソコンにインストールします。 

使用している OS と Web ブラウザによりインストール方法が異なります。 

 

WindowsOS で Edge を使用する場合 

プラグインのインストーラ（eLTAXWEBSignup_Edge.exe）を準備する 

電子証明書を使用するパソコンに、eLTAX ホームページの「署名用のプラグインをインストール」ページ

（https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/）から「eLTAXWEBSignup_Edge.exe」をダウンロ

ードします。 

任意のフォルダに「eLTAXWEBSignup_Edge.exe」を保存しておきます。 

インストーラ（eLTAXWEBSignup_Edge.exe）を使用してプラグインをインストールする 

1 eLTAX ホームページの「署名用のプラ

グインをインストール」ページ

（https://www.eltax.lta.go.jp/elta

x/junbi/syomei/）からダウンロード

したプラグインのインストーラ

「eLTAXWEBSignup_Edge.exe」を

ダブルクリックします。 

 

2 プラグインのインストールを開始するた

め、「インストール」をクリックしま

す。 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/
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3 インストールが正しく完了した旨のメッ

セージを確認し、「完了」をクリックし

ます。 

 

4 手順 3 で「完了」をクリックすると、

右のようなウェブストアページが画面上

に表示されます。Edge の拡張機能をイ

ンストールするため、「インストール」

をクリックします。 

 ウェブストアページが表示されない場合 

• 「Microsoft Edge」を開いて以下の URL に

アクセスすることで、ウェブストアページ

を表示することが可能です。 

https://chrome.google.com/webstore/d

etail/jcpgcikdpclefgececgaeofmhphopok

n 

なお、手順 3 までの操作をすでに完了して

おり、拡張機能のみをインストールしたい

場合にも、上記の URL から操作を行ってく

ださい。 
 

 ポイント 

• 「バージョン」には、拡張機能のバージョン

が「X.X.X.X」（X は数字）と表示されま

す。ウェブストアページに表示されている

拡張機能が最新のバージョンです。 
 

 注意 

• 画面上「eLTAX PCdesk(WEB 版)拡張機

能」と表示されますが、PCdesk Next では

PCdesk(WEB 版)と同じ拡張機能を使用しま

す。 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/jcpgcikdpclefgececgaeofmhphopokn
https://chrome.google.com/webstore/detail/jcpgcikdpclefgececgaeofmhphopokn
https://chrome.google.com/webstore/detail/jcpgcikdpclefgececgaeofmhphopokn
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5 右のようなダイアログが画面上に表示さ

れたら、「拡張機能の追加」をクリック

します。 

 

6 右のようなダイアログが表示されたら、

「×」をクリックしてダイアログを閉じ

ます。 

 

7 ウェブストアページの表示が「インスト

ール」から「削除」に変わっていること

を確認します。 

 

8 Edge の拡張機能がインストールされて

いることを確認するため、「…（三点リ

ーダ）」→「拡張機能」をクリックし

て、拡張機能の管理画面を表示します。 
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9 「拡張機能」欄に「eLTAX 

PCdesk(WEB 版) 拡張機能」が表示さ

れていることを確認します。 

 バージョンの確認方法 

• 「eLTAX PCdesk(WEB 版) 拡張機能」の

「詳細」をクリックすると、インストールさ

れている拡張機能のバージョンが「バージ

ョン X.X.X.X」（X は数字）と表示されま

す。eLTAX ホームページからお問い合わせ

をする際に、バージョン情報が必要になる

ことがあります。 

 
 

 

10 右のように「インストール済の機能拡

張」欄に「eLTAX PCdesk(WEB 版) 

Edge 用 AP」が表示されている場合は

削除します。 

「eLTAX PCdesk(WEB 版) Edge 用

AP」が表示されていない場合は、手順

14 以降を行ってください。 

 

11 「eLTAX PCdesk(WEB 版) Edge 用

AP」の「削除」をクリックします。  

12 右のような画面が表示されたら、「削

除」をクリックします。 
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13 「インストール済の拡張機能」欄から

「eLTAX PCdesk(WEB 版) Edge 用

AP」が消えていることを確認し、

「×」をクリックします。 

 

14 「 （Windows ボタン）」→

「Windows システムツール」→「コン

トロールパネル」の順にクリックして、

「コントロールパネル」を開きます。 

 

15 署名用のプラグインがインストールさ

れていることを確認するため、「プログ

ラムと機能」をクリックします。 

 ポイント 

• コントロールパネルの右上に表示される「表

示方法」は、「大きいアイコン」を選択してお

いてください。 
 

 

16 プログラムのアンインストール又は変

更を行う画面が表示されるので、一覧に

「eLTAX PCdesk(WEB 版) Edge 用

AP」が表示されていることを確認しま

す。 

 バージョンの確認方法 

• 「バージョン」には、インストールされてい

る署名用プラグインのバージョンが

「X.X.X」（X は数字）と表示されます。

eLTAX ホームページからお問い合わせをす

る際に、バージョン情報が必要になること

があります。 
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WindowsOS で Chrome を使用する場合 

プラグインのインストーラ（eLTAXWEBSignup_Chrome.exe）を準備する 

電子証明書を使用するパソコンに、eLTAX ホームページの「署名用のプラグインをインストール」ページ

（https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/）から「eLTAXWEBSignup_Chrome.exe」をダウン

ロードします。 

任意のフォルダに「eLTAXWEBSignup_Chrome.exe」を保存しておきます。 

インストーラ（eLTAXWEBSignup_Chrome.exe）を使用してプラグインをインストールする 

1 eLTAX ホームページの「署名用のプラ

グインをインストール」ページ

（https://www.eltax.lta.go.jp/elta

x/junbi/syomei/）からダウンロード

したプラグインのインストーラ

「eLTAXWEBSignup_Chrome.exe」

をダブルクリックします。 

 

2 プラグインのインストールを開始するた

め、「インストール」をクリックしま

す。 

 

3 インストールが正しく完了した旨のメッ

セージを確認し、「完了」をクリックし

ます。 

 

 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/


2 利用環境設定 

 

 

 2-10 

 

4 手順 3 で「完了」をクリックすると、

右のようなウェブストアページが画面上

に表示されます。Chrome の拡張機能

をインストールするため、「Chrome

に追加」をクリックします。 

 ウェブストアページが表示されない場合 

• 「Google Chrome」を開いて以下の URL に

アクセスすることで、ウェブストアページ

を表示することが可能です。 

https://chrome.google.com/webstore/d

etail/jcpgcikdpclefgececgaeofmhphopok

n 

なお、手順 3 までの操作をすでに完了して

おり、拡張機能のみをインストールしたい

場合にも、上記の URL から操作を行ってく

ださい。 
 

 ポイント 

• 「バージョン」には、拡張機能のバージョン

が「X.X.X.X」（X は数字）と表示されま

す。ウェブストアページに表示されている

拡張機能が最新のバージョンです。 
 

 

 

5 右のようなダイアログが画面上に表示さ

れたら、「拡張機能を追加」をクリック

します。 

 

6 右のようなダイアログが表示されたら、

「×」をクリックしてダイアログを閉じ

ます。 

 

7 ウェブストアページの表示が

「Chrome に追加」から「Chrome か

ら削除します」に変わっていることを確

認します。 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/jcpgcikdpclefgececgaeofmhphopokn
https://chrome.google.com/webstore/detail/jcpgcikdpclefgececgaeofmhphopokn
https://chrome.google.com/webstore/detail/jcpgcikdpclefgececgaeofmhphopokn
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8 Chrome の拡張機能がインストールさ

れていることを確認するため、「 」

（三点リーダ）→「拡張機能」→「拡張

機能を管理」をクリックします。 
 

 注意 

• ブラウザのバージョンによって、記載の手

順は一部異なる場合があります。 

 

 

9 「拡張機能」欄に「eLTAX 

PCdesk(WEB 版) 拡張機能」が表示さ

れていることを確認し、「×」をクリッ

クします。 

 バージョンの確認方法 

• 「eLTAX PCdesk(WEB 版) 拡張機能」の

「詳細」をクリックすると、インストールさ

れている拡張機能のバージョンが「バージ

ョン X.X.X.X」（X は数字）と表示されま

す。eLTAX ホームページからお問い合わせ

をする際に、バージョン情報が必要になる

ことがあります。 

 
 

 

10 「 （Windows ボタン）」→

「Windows システムツール」→「コン

トロールパネル」の順にクリックして、

「コントロールパネル」を開きます。 

 

11 署名用のプラグインがインストールさ

れていることを確認するため、「プログ

ラムと機能」をクリックします。 

 ポイント 

• コントロールパネルの右上に表示される「表

示方法」は、「大きいアイコン」を選択してお

いてください。 
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12 プログラムのアンインストール又は変

更を行う画面が表示されるので、一覧に

「eLTAX PCdesk(WEB 版) Chrome

用 AP」が表示されていることを確認し

ます。 

 バージョンの確認方法 

• 「バージョン」には、インストールされてい

る署名用プラグインのバージョンが

「X.X.X」（X は数字）と表示されます。

eLTAX ホームページからお問い合わせをす

る際に、バージョン情報が必要になること

があります。 
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macOS を使用する場合 

プラグインのインストーラ（ELPKISetup.dmg）を準備する 

電子証明書を使用するパソコンに、eLTAX ホームページの「署名用のプラグインをインストール」ページ

（https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/）から「ELPKISetup.dmg」をダウンロードします。 

任意のフォルダに「ELPKISetup.dmg」を保存しておきます。 

 

インストーラ（ELPKISetup.dmg）を使用してプラグインをインストールする 

1 eLTAX ホームページの「署名用のプラ

グインをインストール」ページ

（https://www.eltax.lta.go.jp/elta

x/junbi/syomei/）からダウンロード

したプラグインのインストーラ

「ELPKISetup.dmg」をダブルクリッ

クします。 

 

2 右のような画面が表示されたら、

「ELPKISetup.pkg」をダブルクリック

します。 

 

 

3 右のような画面が表示されたら、「続け

る」をクリックします。 

 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/
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4 右のような画面が表示されたら、「イン

ストール」をクリックします。 

 

 

5 プラグインのインストールを開始するた

め、使用しているパソコンのユーザ名と

パスワードを入力し、「ソフトウェアを

インストール」をクリックします。 

 

6 インストールが正しく完了した旨のメッ

セージを確認し、「閉じる」をクリック

します。 

 

 

7 Finder ウィンドウの「アプリケーショ

ン」をクリックします。 

8 「Safari」をクリックします。 
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9 画面左上の「Safari」→「環境設定

…」を順にクリックします。 

 

10 「機能拡張」をクリックします。 

11 「ELPKI」をクリックしてチェックマ

ークを付けます。 
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2.1.3 ポップアップの許可設定 

PCdesk Next から外部サイトの表示に必要なポップアップの許可設定を行います。 

WindowsOS で Microsoft Edge を使用する場合 

 

1 Edge を起動します。 
 

2 右上「 （三点リーダ）」→ 

「 設定」の順にクリックします。 

 

 

3 「 Cookie サイトのアクセス許可」

をクリックします。 
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4 「サイトのアクセス許可」 

→「 ポップアップとリダイレクト」

をクリックします。 

 

5 サイトのアクセス許可／ポップアップ

とリダイレクトを開き「ブロック(推

奨)」がオンであることを確認しま

す。 

 

6 許可の「追加」ボタンをクリックして

URL を登録します。 
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7 ポップアップとリダイレクトのサイト

に PCdesk Next の URL を入力しま

す。

「https://portal.pcdesknext.eltax.lta.go.

jp」 

 

「追加」ボタンをクリックします。 

  

8 PCdesk Next の URL が表示されま

す。  

9 再度「設定」→「 Cookie とサイト

のアクセス許可」を開くと「最近のア

クティビティ」に先程登録した

PCdesk Next の URL が表示してい

ることを確認します。 
 

 注意 

• ブラウザのバージョンによって、記載の手

順は一部異なる場合があります。 
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WindowsOS で Chrome を使用する場合 

 

1 Chrome を起動します。 
 

2 右上「 （三点リーダ）」→「設定」

の順にクリックします。 

  

3 「 プライバシーとセキュリティ」を

クリックします。 
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4 「 サイトの設定」をクリックしま

す。 

 

 

5 「 ポップアップとリダイレクト」を

クリックします。 
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6 動作のカスタマイズで「ポップアップ

の送信やリダイレクトの使用を許可す

るサイト」を登録します。「追加」ボ

タンをクリックします。 

 

7 サイトに PCdesk Next の URL を入

力して「追加」をクリックします。 

「https://portal.pcdesknext.eltax.lta.go.

jp」 

  

8 PCdesk Next の URL が登録されま

した。 

  

9 再度「 （三点リーダ）」→「設

定」→「 プライバシーとセキュリテ

ィ」→「 サイトの設定」を表示し

て、最近のアクティビティに PCdesk 

Next の URL が表示されていること

を確認します。 
 

 注意 

• ブラウザのバージョンによって、記載の手

順は一部異なる場合があります。 
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macOS で Safari を使用する場合 

Safari12 以降の場合 

 

1 Safari を起動します。 
 

2 PCdesk Next の以下 URL を入力しま

す。 

「https://portal.pcdesknext.lta.go.jp」 

 

3 メニュー左上の「Safari」をクリック

します。 

 

 

4 メニューの「Safari」→「環境設定」

をクリックします。 

 

 

 

5 設定ウィンドウが表示されるので、

「Web サイト」→「ポップアップウィ

ンドウ」の順にクリックします。 
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6 「https://portal.pcdesknext.lta.go.jp」

URL の表示を確認して、右上のプルダ

ウンから「許可」選択します。 

 

7 ポップアップウィンドウの許可サイトに

PCdesk Next の URL が登録されまし

た。 
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Safari11 以前の場合 

 

1 Safari を起動します。 
 

2 PCdesk Next の以下 URL を入力しま

す。 

「https://portal.pcdesknext.lta.go.jp」 

 

3 メニュー左上の「Safari」をクリック

します。 

 

 

4 メニューの「Safari」→「環境設定」

をクリックします。 

 

 

 

5 設定ウィンドウが表示されるので、「セ

キュリティ」をクリックします。 

 

6 「ポップアップウインドウを開かない」

のチェックを外します。 
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 PCdesk Next の利用を開始する/終了する 

この章では、PCdesk Next の利用にあたって、ログインとログアウトの方法を説明します。 

 

 

3.1 利用者登録をする 

PCdesk Next に利用者登録をする手順について説明します。 

この操作は、PCdesk Next を最初に利用する際に行ってください。 

 

◼ 「ログイン」画面 

「ログイン」画面へアクセスします。 

 

 

 

「利用者登録」をクリックします。 

 ポイント 

• 「PCdesk(WEB 版)」を別タブで開きます。 

「PCdesk(WEB 版)」にて「利用届出（新規）」

を行い、「利用者 ID」の取得と「暗証番号」

の設定をしてください。 

 「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド 

【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」

－「2.1 利用届出（新規）を行う」 
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3.2 本人でログインする 

PCdesk Next に本人でログインする手順について説明します。 

 

PCdesk Next にアクセスし、「ログイン」画面から操作を行います。 

 

 

 

 注意 

• 「ログイン」画面を表示した際に以下のメッセージが表示された場合は、「有効にする(E)」をクリックして署名

用のプラグインを有効にしてください。 

 

• 地方税共同機構からのお知らせがある場合には、画面の上部にお知らせ内容が表示されます。必ず内容を確認し

てからログイン操作を行ってください。 

 

◼ 「ログイン」画面 

「ログイン」画面へアクセスします。 
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◼ ログインの確認 

1.「利用者区分」で「本人」を選択します。 

2.「利用者 ID」を入力します。 

3.「暗証番号」を入力します。 

4.「ログイン」をクリックします。 

 

 
 

 ポイント 

• 初回ログイン時、および利用規約に変更が

あった場合、「利用規約同意」画面に遷移し

ます。 

• 1～3 の入力内容が誤っている場合、エラー

メッセージが表示されますので、メッセー

ジ内容を確認してください。 

 

 ポイント 

以下の場合は、PCdesk(WEB 版)より操作を 

行ってください。 

• 暗証番号を変更する 

 「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド 

【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」

－「3.4 暗証番号を変更する」 

• 電子証明書を差し替える 

 「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド 

【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」

－「3.3 電子証明書を差し替える」 

 

◼ TOP 画面 

TOP 画面が表示されます。 

 ポイント 

• 利用者 ID を忘れた場合は、PCdesk(WEB

版)より利用者 ID の再通知申請を行い、確

認してください。 

 「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド 

【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」

－「2.2 PCdesk(WEB 版)にログインする」 
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3.3 代理人でログインする 

PCdesk Next に代理人でログインする手順について説明します。 

 

PCdesk Next にアクセスし、「ログイン」画面から操作を行います。 

 

 

 

 

 

◼ 「ログイン」画面 

「ログイン」画面へアクセスします。 
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1.「利用者区分」で「代理人」を選択します。 

2.「利用者 ID」を入力します。 

3.「暗証番号」を入力します。 

4.「依頼人」の「利用者 ID」を入力します。 

5.「ログイン」をクリックします。 

 
 

 ポイント 

• 初回ログイン時、および利用規約に変更が

あった場合、「利用規約同意」画面に遷移し

ます。 

• 1～4 の入力内容が誤っている場合、エラー

メッセージが表示されますので、メッセー

ジ内容を確認してください。 

 ポイント 

以下の場合は、PCdesk(WEB 版)より操作を行

ってください。 

• 暗証番号の変更 

 「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド 

【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」

－「3.4 暗証番号を変更する」 

• 電子証明書の差し替え 

 「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド 

【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】」

－「3.3 電子証明書を差し替える」 

以下の場合は、PCdesk(DL 版)より操作を行って

ください。 

• 代理行為の承認依頼 

 「ガイド編 PCdesk(DL 版)ガイド 

【申請、納税等】」 

－「5. 代理行為に関する手続きを行う」 

 

◼ TOP 画面 

TOP 画面が表示されます。 
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3.4 ログアウトする 

PCdesk Next をログアウトする手順について説明します。 

◼ TOP 画面 

TOP 画面右上の「ログアウト」をクリッ

クします。 

 

 

◼ 利用者ログアウト確認 

「ログアウトする」をクリックします。 

 

 

◼ 「ログイン」画面 

「ログイン」画面が表示されます。 
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 3-7 

 

3.5 画面の設定を変更する/ヘルプを参照する 

PCdesk Next の画面の設定を変更したり、ヘルプなどを参照する手順について説明します。 

 

◼ 各画面 

操作時間を延長したい場合は、各画面右

側の「操作時間を延長する」をクリック

します。 
 

 注意 

• PCdesk Next では、ログイン後一定時

間操作が行われなかった場合、タイムア

ウトとなり、操作を再開するためには、

再度ログインする必要があります。必要

に応じてログイン状態を継続したい場合

には、この操作を行ってください。 

 

 

 

操作時間が延長されます。 

 

 

◼ 各画面 

配色を変更したい場合は、各画面右側の

「配色を変更する」をクリックします。 

 ポイント 

• 「配色を変更する」ボタンをクリックし

た際に、以下が表示されます。変更した

い色をクリックしてください。 
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◼ 各画面 

文字サイズを変更したい場合は、各画面

右側の「文字サイズを変更する」をクリッ

クします。 

 ポイント 

• 「文字サイズを変更する」ボタンをクリ

ックした際に、以下が表示されます。変

更したい文字サイズをクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

◼ 各画面 

PCdesk Next に関する情報参照したい場

合は、各画面右側の「ヘルプ」をクリッ

クします。 

eLTAX ホームページの「PCdesk Next 特

設ページ」が表示されます。 

 

 

 

◼ 各画面 

FAQ を参照したい場合は、各画面右側の

「FAQ」をクリックします。 

eLTAX ホームページの「よくあるご質問」

が表示されます。 

 

   

 

◼ 各画面 

画面スクロールをしたい場合は、各画面

右側の「上へ」／「下へ」をクリックし

ます。 

それぞれ、画面が上下にスクロールされ

ます。 
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 申告書等の作成に必要な情報を事前

登録する 

この章では、申告書等の作成に必要な情報を事前登録する操作について説明します。 

 

PCdesk Next では、利用者 ID を取得する（利用届出（新規）を行う）際に登録した利用者情報の詳細

（「利用者詳細」と表記します。）を確認できます。また、申告書等の作成に先立って、納税義務者番号など

の提出先の地方公共団体ごとに異なる情報（「提出先情報」と表記します。）及び還付を受ける際に必要とな

る口座情報（「還付先口座情報」と表記します。）を登録・変更できます。提出先情報及び還付先口座情報

は、あらかじめ登録しておくと、申告書等を作成する際、登録した内容が入力項目に初期値として設定され

ます。必要に応じて、登録・変更を行ってください。 

 

 

 

利用者 ID を取得する（利用届出（新規）を行う）際に登録した

利用者情報の詳細を確認します。 

 「4.1 利用者詳細を確認する」 

 利用届出で登録された提出先ごとに異なる情報（「納税義務者又

は特別徴収義務者番号」等）の登録・変更を行います。 

 

 「4.2 提出先情報を確認する/登録・変更する」 

 還付先口座情報の登録・変更を行います。 

 

 「4.3 還付先口座情報を確認する/登録・変更する」 

 

 

 

 

 

 

利用者詳細を確認する 

提出先情報を確認する/ 

登録・変更する 

還付先口座情報を確認する/ 

登録・変更する 
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4.1 利用者詳細を確認する 

利用者 ID を取得する（利用届出（新規）を行う）際に登録した利用者情報の詳細（利用者詳細）を参照す

る手順について説明します。 

 

 

 

 

 

 

情報確認 

 

◼ TOP 画面 

「利用者情報」をクリックします。 

 

 

◼ 「利用者管理」画面 

「利用者管理」画面が表示されます。これ

らの情報のうち、「利用者詳細」が利用者

ID を取得する（利用届出（新規）を行う）

際に登録した利用者情報の詳細です。 

 

 

 

 

 注意 

• PCdesk Next では、利用者詳細の変更

はできません。変更する場合は、

PCdesk(WEB 版)から変更してくださ

い。 

 「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド

【利用届出（新規）、申請・届出、納税

等】－「3.1 利用者情報を変更する」 

 

 

 

 

 

1 2 

情報確認 完了 

1 
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 ポイント 

• 「CSV ダウンロード」ボタンをクリックすると、利用者情報（利用者詳細、提出先情報、還付先口座情報）を

CSV ファイルでダウンロードできます。 

• データ作成支援ソフトを利用して申告書等を作成する場合において、利用者情報を取り込みたい場合には、こ

の操作で CSV ファイルをダウンロードしてください。 
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4.2 提出先情報を確認する/登録・変更する 

「納税義務者又は特別徴収義務者番号」等の提出先ごとに異なる情報を「提出先情報」といいます。この情

報は、利用届出で登録された「提出先・手続き情報」ごとに登録できます。以下では、この情報を登録・変

更する手順について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

情報確認 

 

◼ TOP 画面 

「利用者情報」をクリックします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 注意 

• 利用届出で登録された「提出先・手続き情報」は、PCdesk Next では変更できません。 

PCdesk(WEB 版)より行ってください。 

 ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 
－「3.2 提出先・手続き情報を変更する」 

1 2 3 

情報確認 情報入力 完了 

1 
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◼ 「利用者管理」画面 

登録・変更を行う提出先情報の「詳細」を

クリックします。 

 

 

 

 

 

◼ 「提出先情報詳細」画面 

「提出先情報詳細」画面が表示されます。

提出先ごとに異なる情報（「納税義務者又

は特別徴収義務者番号」等）が表示されま

す。 

 

 

 注意 

• 事業者区分を提出先情報に設定する際、

利用者は最大 47 都道府県分を個別に登

録する必要があります。 

 

 

 

情報入力 

 

◼ 「提出先情報詳細」画面 

「提出先情報を変更する」をクリックし

ます。 

 

 

 

 

  

2 
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◼ 「提出先情報変更」画面 

必要な情報を入力します。 

※各項目の入力内容につきましては、「参

考：「提出先情報変更」画面の各項目入力

内容」をご参照ください。 

 

 

入力が完了したら、「確認へ進む」をクリ

ックします。 

 ポイント 

• 入力チェックについて 

「確認へ進む」ボタンをクリックした際

に、入力内容のチェックが行われます。

エラーがある場合、対象の項目にエラー

メッセージが表示されますので、エラー

メッセージに沿って入力内容を修正して

ください。 
 

 

 

◼ 「提出先情報変更確認」画面 

表示されている内容に問題がないことを

確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

「変更する」をクリックします。 
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◼ 「提出先情報変更完了」画面 

「提出先情報変更完了」画面が表示され

ます。 

 

 

 

・参考:「提出先情報変更」画面の各項目入力内容 

No. 項目名 入力内容 

税目別入力可否 

初期設定

項目※ 
地方た

ばこ税 

ゴルフ

場利用

税 

入湯税 宿泊税 

軽油引

取税 

1. 事 業 者 コ

ード 

事業者コードを入力してくださ

い。 

（半角数字 10 文字以下） 

〇 × × × 〇 × 

2. 事 業 者 区

分 

事業者区分を選択してください。 

（複数選択可） 

× × × × 〇 × 

3. 納 税 義 務

者 又 は 特

別 徴 収 義

務者番号 

ゴルフ場利用税：特別徴収義務者

番号 

入湯税：特別徴収義務者指定番号 

宿泊税：特別徴収義務者【証票番

号（事業者番号）】 

上記の番号を入力してください。 

（半角 6 文字以上 12 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 × 

4. 法人番号 法人番号を入力してください。 

（半角数字 13 文字） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

5. 名 称 フ リ

ガナ 

下の「6.名称」のフリガナを入力

してください。 

（全角カタカナ 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 

6. 名称 納税義務者又は特別徴収義務者

の名称を入力してください。 

（全角 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

7. 郵便番号 納税義務者又は特別徴収義務者

の所在地の郵便番号を入力して

ください。 

（半角数字ハイフンなし、数字 7

桁） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

8. 所在地 納税義務者又は特別徴収義務者

の所在地を都道府県から入力し

てください。 

（全角 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

9. 電話番号 納税義務者又は特別徴収義務者

の電話番号を入力してください。 

（半角数字、ハイフン、カッコ 20

文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
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No. 項目名 入力内容 

税目別入力可否 

初期設定

項目※ 
地方た

ばこ税 

ゴルフ

場利用

税 

入湯税 宿泊税 

軽油引

取税 

10. 法 人 代 表

者 氏 名 フ

リガナ 

下の「11.法人代表者氏名」のフリ

ガナを入力してください。 

（全角カタカナ 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

11. 法 人 代 表

者氏名 

法人代表者の氏名を入力してく

ださい。 

（全角 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

12. 担 当 者 氏

名 

担当者の氏名を入力してくださ

い。 

（全角 80 文字以下） 

× 〇 〇 〇 〇 × 

13. 担 当 者 連

絡先 

担当者の連絡先住所を都道府県

から入力してください。 

（全角 80 文字以下） 

× 〇 〇 〇 × × 

14. 施設番号 施設番号を入力してください。 

（全角・半角 10 文字以下） 

× × × 〇 × × 

15. 施 設 の 種

類 

施設番号を入力してください。 

（全角・半角 10 文字以下） 

× × × 〇 × × 

16. 施設名称 施設名称を入力してください。 

（全角 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 × 

17. 施 設 所 在

地 

施設所在地を都道府県から入力

してください。 

（全角 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 × 

18. 施 設 電 話

番号 

施設電話番号を入力してくださ

い。 

（半角数字、ハイフン、カッコ 20

文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 × 

19. 事 業 所 名

フリガナ 

下の「20.事業所名」のフリガナを

入力してください。 

（全角カタカナ 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 × 

20. 事業所名 事業所名を入力してください。 

（全角 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 × 

21. 法 人 代 表

者資格名 

法人代表者資格名を入力してく

ださい。 

（全角 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

22. 法 人 代 表

者 郵 便 番

号 

法人代表者の所在地の郵便番号

を入力してください。 

（半角数字ハイフンなし、数字 7

桁） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

23. 法 人 代 表

者住所 

法人代表者住所を都道府県から

入力してください。 

（全角 80 文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

24. 法 人 代 表

者 電 話 番

号 

法人代表者の電話番号を入力し

てください。 

（半角数字、ハイフン、カッコ 20

文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
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 ※一部の項目につきましては、利用者詳細の情報があらかじめ入力されています。 

  

No. 項目名 入力内容 

税目別入力可否 

初期設定

項目※ 
地方た

ばこ税 

ゴルフ

場利用

税 

入湯税 宿泊税 

軽油引

取税 

25. 電話番号 2 そのほか記載する電話番号があ

れば入力してください。 

（半角数字、ハイフン、カッコ 20

文字以下） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
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・参考: 各手続きを提出可能な「事業者区分」一覧 

No. 手続き名 元売業者 特約業者 
石油製品

販売業者 

軽油製造

業者等 

自動車の

保有者 

特別徴収

義務者 

その他徴

収の便宜

を有する

者 

1. 【軽油引取税】軽油引取税特別徴収義

務者登録・変更・消除申請書  

〇 〇 

    

〇 

2. 【軽油引取税】軽油引取税特別徴収義

務者登録証票喪失届  

〇 〇    

 

〇 

3. 【軽油引取税】納入申告書 

（第 16 号の 10 様式） 

ＣＳＶ一括取込 

     〇  

4. 【軽油引取税】受払い等の数量報告書 

（第 16 号の 41 様式） 

ＣＳＶ一括取込 

〇 〇  〇    

5. 【軽油引取税】納入先別・事務所事業

所別納入・返還数量報告書 

（第 16 号の 37～40 様式） 

ＣＳＶ一括取込 

〇       

6. 【軽油引取税】軽油の製造数量等の報

告書 

(第 16 号の 42 様式)  

  

〇 

 

〇 

  

7. 【軽油引取税】製造承認申請書 

(第 16 号の 31 様式)   

〇 〇 〇 〇 〇 

  

8. 【軽油引取税】燃料炭化水素油譲渡承

認申請書 

(第 16 号の 32 様式)  

〇 〇 〇 〇 〇 

  

9. 【軽油引取税】燃料炭化水素油消費承

認申請書 

(第 16 号の 33 様式)  

〇 〇 〇 〇 〇 

  

10. 【軽油引取税】軽油引取税の還付・納

入義務の免除申請書 

(第 16 号の 14 様式)  

〇 〇 

    

〇 

11. 【軽油引取税】軽油引取税徴収猶予申

請書  

〇 〇 

    

〇 
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4.3 還付先口座情報を確認する/登録・変更する 

還付を受ける際に必要となる口座情報を「還付先口座情報」といいます。この情報を登録・変更する手順に

ついて説明します。 

 

 

 

 

 

 

情報確認 

 

■ TOP 画面 

「利用者情報」をクリックします。 

 

 

■ 「利用者管理」画面 

「利用者管理」画面が表示されます。

これらの情報のうち、「還付先口座情

報」が該当する情報です。 

 

 

 

 

情報入力 

 

■ 「利用者管理」画面 

「還付先口座情報を変更する」をクリッ

クします。 

 

 

1 

2 

1 2 3 

情報確認 情報入力 完了 



4 申告書等の作成に必要な情報を事前登録する 

 

 

 4-12 

 

■ 「還付先口座情報変更」画面 

「口座名義人氏名（カナ）」など、必要

な情報を入力します。 

「金融機関名」、「支店名」については、

「金融機関選択」をクリックします。 

※各項目の入力内容につきましては、「参

考：「還付先口座情報変更」画面の各項

目入力内容」をご参照ください。 

 

 

■ 「金融機関選択」画面 

１．「1．金融機関選択」の検索欄に登録

したい金融機関名をカナ大文字で入力

し、「検索」をクリックします。 

2．「金融機関一覧」の該当金融機関をク

リックします。 

３．「2.支店選択」の「支店一覧」で該

当の支店名を選択し、「確定」をクリッ

クします。 

 

 

 

 注意 

• ゆうちょ銀行選択時は、支店が存在しな

いため「２．支店選択」は不要です。 

 注意 

• 金融機関名、支店名を検索する時は、

「ャ」「ュ」「ョ」といった小書き文字は

使用せず、「ヤ」「ユ」「ヨ」のように大

文字で入力してください。 

例：○トウキヨウ 

    ×トウキョウ 

 ポイント 

• 金融機関一覧には初期表示として「みず

ほ銀行」「三井住友銀行」「三菱 UFJ 銀

行」「ゆうちょ銀行」が表示されます。 

• 初期表示されていない金融機関を指定し

たい場合は、金融機関名の頭文字を、カ

ナで１文字以上入力し検索ボタンをクリ

ックすることで、検索条件に一致する金

融機関が表示されます。 
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■ 「還付先口座情報変更」画面 

情報入力が完了したら、「確認へ進む」

をクリックします。 

 

 

 注意 

• 指定した金融機関の種別により、入力項

目が変わります。ゆうちょ銀行以外の場

合「口座種別」「口座番号」を入力しま

す。ゆうちょ銀行の場合「記号番号」を

入力します。 

 

 

■ 「還付先口座情報変更確認」画面 

表示情報に問題がないことを確認し、

「変更する」をクリックします。 
 

 

■ 「還付先口座情報」画面 

「還付先口座情報」画面が表示され、

変更が完了します。 
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・参考:「還付先口座情報変更」画面の各項目入力内容 

No. 項目名 入力内容 

1. 口座名義人氏名（カナ） 口座名義人氏名を全角カタカナ、英大文字、数字、記号のいずれかで入力し

てください。（30 文字以下） 

2. 口座名義人氏名（漢字） 口座名義人氏名を漢字で入力してください。 

（30 文字以下） 

3. 金融機関名 「■金融機関選択」画面に記載の手順に従って、 

金融機関名および支店名を入力してください。 

4. 口座種別 「普通」「当座」「その他」の中から正しい口座種別を選択してください。 

※ゆうちょ銀行以外の場合 

5. 口座番号 口座番号を入力してください。 

（半角数字 7 桁） 

※ゆうちょ銀行以外の場合 

6. 記号番号 記号番号を入力してください。 

（半角数字 5 桁）-（半角数字 8 桁） 

※ゆうちょ銀行の場合 
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 提出先ごとに申告書等を作成する 

この章では、提出先ごとに申告書等を作成する方法について説明します。 

 

提出先ごとに申告書等を作成する方法には、「通常申告」、「データ作成支援ソフトを利用した申告」、「税目

共通の申告」、「地方公共団体が独自に用意した様式をもとにした申告」、「提出済みの申告書等をもとにした

申告」の５種類があります。 

 

通常申告とは、提出先ごとに必要な事項を画面入力して申告書等を作成する方法です。 

 

 「5.1 通常申告の申告書等を作成する」 

 

データ作成支援ソフトを利用した申告とは、データ作成支援ソフトであらかじめ作成

した CSV ファイルを PCdesk Next に取り込んで申告書等を作成する方法です。 

 「5.2 データ作成支援ソフトを利用して申告書等を作成する」 

 

税目共通の申告とは、特定の税目によらず、複数の税目で共通的に利用できる様式を使

用して申告書等を作成する方法です。 

 「5.3 税目共通の申告書等を作成する」 

 

地方公共団体が独自に用意した様式をもとにした申告とは、提出先の地方公共団体が独

自に定めたうえで、eLTAX の手続きに利用するために PCdesk Next に登録された様式

を使用して申告書等を作成する方法です。申告書等の作成にあたっては、この様式をダ

ウンロードしたうえで、必要事項を入力・編集します。 

 「5.4 地方公共団体が独自に用意した様式をもとに申告書等を作成する」 

 

提出済みの申告書等をもとにした申告とは、過去に提出した申告書等をもとに新たな

申告書等を作成する方法です。 

 「8.3 提出済みの申告書等をもとに新たな申告書等を作成する」 

 ポイント 

• PCdesk Next で利用可能な手続きは、以下をご参照ください。 

 「9【付録】利用可能な手続き」 

通常申告 

地方公共団体が独

自に用意した様式

をもとにした申告 

データ作成支援ソ

フトを利用した 

申告 

税目共通の申告 

提出済みの申告書

等をもとにした 

申告 
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5.1 通常申告の申告書等を作成する 

通常申告の申告書等を作成する手順について説明します。 

 
 

 

 

 

 

手続き一覧検索 

 

◼ TOP 画面 

下にスクロールして「手続きの流れ」を表

示します。 

 

 

「検索キーワード」に手続き名を入力又

は「税目」リストから該当の税目を選択の

うえ、「絞り込みで検索する」をクリック

します。 

 ポイント 

• 「検索キーワード」に入力した文字列と

手続き名が部分一致する手続きの一覧が

検索されます。 

• 検索条件は以下のとおり組み合わせるこ

とや、指定なしとすることができます。 

1)「検索キーワード」、「税目」の両方が

指定されている場合、双方の条件に一致

する手続きが表示されます。 

2)「検索キーワード」、「税目」の両方が

未指定の場合は、当該利用者が作成でき

る税目の手続きが表示されます。 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 

手続き一覧 

検索 

電子署名環境 

確認 

提出先選択 申告情報 

入力・確認 

完了 

1 
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「手続き一覧」より、作成する手続きをク

リックします。 

 

 ポイント 

• 宿泊税の納入申告書を作成する際は、宿

泊税が「定額制」と「定率制」のどちら

かによって、選択する手続きが異なりま

す。 

定額制の場合は「【宿泊税】納入申告書

（定額）」又は「【宿泊税】納入申告書_

特例申告（定額）」を、定率制の場合は

「【宿泊税】納入申告書（定率）」又は

「【宿泊税】納入申告書_特例申告（定

率）」をクリックしてください。 

なお、「定額制」と「定率制」のどちら

に該当するか不明の場合は、提出先の地

方公共団体にご確認ください。 

 

 

 

 

電子署名環境確認 

 

◼ 「手続き説明」画面 

選択した手続きが表示されていること

を確認し、「電子署名環境を確認する」

をクリックします。 

 

 ポイント 

• 手続きの説明は「説明」欄をご参照くだ

さい。 

 

 

◼ 「電子署名環境確認」画面 

「提出先を選択する」をクリックします。 

 

 

2

1 
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 注意 

• 電子署名環境に問題がある場合、以下のメッセージが表示されます。 

「署名環境を準備またはバージョンアップする」をクリックし、eLTAX ホームページから署名用のプラグインを 

インストールしてください。 

 

 

提出先選択 

 

◼ 「提出先選択」画面 

１．「地域」を選択し、「＞＞」をクリッ

クします。 

２．「都道府県」を選択し、「＞＞」をク

リックします。 

 

 

 

３．「地方公共団体」を選択し、「＞＞」

をクリックします。 

４．「区・事務所」を選択し、「入力へ進

む」をクリックします。 

 

 ポイント 

• 当該利用者の提出可能な提出先が一つの場合は、該当の提出先を選択済みとして表示します。 

• 当該利用者の提出先が「区・事務所」まで特定されない場合は、特定可能な項目まで選択済みとして表示します。 

3 
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申告情報入力・確認 

 

◼ 「申告」画面 

「あて先」など必要な情報を入力します。 

 ポイント 

• 必要な項目は税目により異なります。 

一部の手続きについては、各税目の手続

き別ガイドで入力する内容を確認できま

す。 
 

 注意 

• 画面内にもスクロールバーがあります。

最下部の項目まで確認してください。 

 ポイント 

• データ作成支援ソフトで作成した CSV

ファイルを取り込む場合は、以下をご参

照ください。 

 「5.2 データ作成支援ソフトを利用して

申告書等を作成する」 

 

 

 

 

 ポイント 

• 「申告」画面内に「【添付書類】」項目がある申告書には、「ファイルを選択」をクリックし、対象を選択することで

ファイルを添付することができます。 

 

• 選択できるファイルの拡張子及び容量は以下のとおりです。１申告に対する添付ファイルの容量が 8Mbyte を超え

る場合は、追加申告から別途添付ファイルを追加で提出してください。 

 拡張子：「xls」、「xlsx」、「doc」、「docx」、「txt」、「csv」、「pdf」、「jpg」、「zip」（※） 

 １申告当たりの総上限容量：8Mbyte 

 （※）以下の ZIP ファイルは添付することができません。 

    ・ZIP ファイル内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

    ・ZIP ファイルの中に ZIP ファイルが含まれている場合 

     ・ZIP ファイルの中に２階層以上のフォルダが含まれる場合 

 「8.2 提出済みの申告書等に添付資料を追加で提出する」 

 

 

４

1 
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 ポイント 

• 入力を一時中断したい場合は、入力中のデータをパソコンにダウンロードできます。「申告データのダウンロー

ド」をクリックして任意の場所に保存してください。申告データファイルは「20230101_123456.xml」のよう

なファイル名で出力されます。 

• 入力を再開する時は、「ダウンロードデータの再読み込み」をクリックし、保存していたファイルを読み込んでく

ださい。「ファイル読込」画面に遷移します。 

 

 

「ファイル読込」画面にて、「ファイルを選択」をクリックし保存していたデータを読み込み、「確認へ進む」をク

リックします。 
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ファイル名を確認し、「読込む」をクリックします。 

 

 

 

読み込みが完了しましたら、「入力へ戻る」をクリックしてください。 

保存したデータが入力された状態の「申告」画面に戻ります。 

 

 

 

  

入力が完了したら、「確認へ進む」をクリ

ックします。 

 ポイント 

• 確認へ進むボタンをクリック時に入力チ

ェックを行います。エラーとなった項目

の上部にエラーメッセージが表示されま

す。エラー内容に沿って正しい値を入力

してください。 
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◼ 「申告確認」画面 

表示情報に問題がないことを確認し、「電子

署名へ進む」をクリックします。 

 

 ポイント 

• 入力内容を変更したい場合は、「入力へ

戻る」をクリックすると、「申告」画面

に戻り、入力内容を変更することができ

ます。 

• 「PDF ダウンロード」をクリックする

と、「PDF 出力中」と表示され、 PDF

形式の申告データファイルをダウンロー

ドできます。 

• 申告データファイルは「申告完了」画

面、又はトップメニューの「申告内容照

会」画面からもダウンロードできます。 
 

 

 

◼ 「電子証明書読込」画面 

作成した申告書等に電子署名を付与するた

めに、電子証明書の読み込みを行います。 

お持ちの電子証明書の格納メディアにより、

以降の操作は以下をご参照ください。 

 「7.1 IC カードまたは USB トークンに格納

された電子証明書を使用する」 

 「7.2 ファイルに格納された電子証明書を使

用する」 
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完了 

 

◼ 「申告完了」画面 

電子署名を付与した申告書等が送信さ

れ、「申告完了」画面が表示されます。 

以上で完了となります。 

 

 

 注意 

• 過去の申告データは、30 日経過すると

照会できなくなります。 

• 「PDF ダウンロード」をクリックする

と、「PDF 出力中」と表示され、 PDF 形

式の申告データファイルをダウンロード

できますので、必ずダウンロードのうえ

保管してください。 

• 申告データファイルは「申告確認」画

面、又はトップメニューの「申告内容照

会」画面からもダウンロードできます。 

 ポイント 

• 「PCdesk(WEB 版)へ」をクリックする

と、PCdesk(WEB 版)が開きます。納付

の手続き等を行う場合は、PCdesk(WEB

版)から行ってください。 

 

 

5

1 
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5.2 データ作成支援ソフトを利用して申告書等を作成する 

データ作成支援ソフトを利用して申告書等を作成する手順について説明します。 

データ作成支援ソフトでは、明細情報を入力し申告書等のデータを CSV ファイルとして出力することがで

きます。この CSV ファイルを PCdesk Next に取り込むことで申告書等を作成できます。 

なお、データ作成支援ソフトのダウンロードおよび使用方法については、各税目の「PCdesk Next 別冊デ

ータ作成支援ソフトガイド」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

手続き一覧検索 

 

◼ TOP 画面 

下にスクロールして「手続きの流れ」を表

示します。 

 

 

「検索キーワード」に手続き名を入力又

は「税目」リストから該当の税目を選択の

うえ、「絞り込みで検索する」をクリック

します。 

 

 

 注意 

• 地方たばこ税、軽油引取税のデータ作成支援ソフトを利用して申告する場合は、「6.1 CSV ファイルを取り込んで

申告書等を作成する」をご参照ください。 

完了 

1 2 3 4 5 

手続き一覧 

検索 

電子署名環境 

確認 

提出先選択 CSV ファイル取込・ 

申告情報入力・確認 

1

1 
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 ポイント 

• 「検索キーワード」に入力した文字列と

手続き名が部分一致する手続きの一覧が

検索されます。 

• 検索条件は以下のとおり組み合わせるこ

とや、指定なしとすることができます。 

1)「検索キーワード」、「税目」の両方が

指定されている場合、双方の条件に一致

する手続きが表示されます。 

2) 「検索キーワード」、「税目」の両方

が未指定の場合は、当該利用者が作成で

きる税目の手続きが表示されます。 
 

「手続き一覧」より、作成する手続きをク

リックします。 

 

 ポイント 

• 宿泊税の納入申告書を作成する際は、宿

泊税が「定額制」と「定率制」のどちら

かによって、選択する手続きが異なりま

す。 

定額制の場合は「【宿泊税】納入申告書

（定額）」又は「【宿泊税】納入申告書_

特例申告（定額）」を、定率制の場合は

「【宿泊税】納入申告書（定率）」又は

「【宿泊税】納入申告書_特例申告（定

率）」をクリックしてください。 

なお、「定額制」と「定率制」のどちら

に該当するか不明の場合は、提出先の地

方公共団体にご確認ください。 

 

 

 

電子署名環境確認 

 

◼ 「手続き説明」画面 

選択した手続きが表示されていること

を確認し、「電子署名環境を確認する」

をクリックします。 
 

 ポイント 

• 手続きの説明は「説明」欄をご参照くだ

さい。 

 

 

2

1 



5 提出先ごとに申告書等を作成する 

 

 

 5-12 

 

◼ 「電子署名環境確認」画面 

「提出先を選択する」をクリックします。 

 

 

 

 注意 

• 電子署名環境に問題がある場合、以下のメッセージが表示されます。 

「署名環境を準備またはバージョンアップする」をクリックし、eLTAX ホームページから署名用のプラグインを 

インストールしてください。 

 

 

提出先選択 

 

◼ 「提出先選択」画面 

１．「地域」を選択し、「＞＞」をクリッ

クします。 

２．「都道府県」を選択し、「＞＞」をク

リックします。 

 

 

3 
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３．「地方公共団体」を選択し、「＞＞」

をクリックします。 

４．「区・事務所」を選択し、「入力へ進

む」をクリックします。 

 

 

 

CSV ファイル取込・申告情報入力・確認 

 

◼ 「申告」画面 

「ファイルを選択」をクリックします。 

 

 

CSV ファイルを選択し、「開く」をクリ

ックします。 

 

 

 ポイント 

• 当該利用者の提出可能な提出先が一つの場合は、該当の提出先を選択済みとして表示します。 

• 当該利用者の提出先が「区・事務所」まで特定されない場合は、特定可能な項目まで選択済みとして表示します。 

4 
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「反映」をクリックし、CSV ファイルの

内容が反映されたことを確認します。 

また、CSV ファイルから内容が反映され

ない項目もありますので、必要な情報を

入力します。 

 ポイント 

• 必要な項目は税目により異なります。 

一部の手続きについては、各税目の手続

き別ガイドで入力する内容を確認できま

す。 
 

 注意 

• 画面内にもスクロールバーがあります。

最下部の項目まで確認してください。 

 

 

 

 ポイント 

• 「申告」画面内に「【添付書類】」項目がある申告書には、「ファイルを選択」をクリックし、対象を選択することで

ファイルを添付することができます。 

 

• 選択できるファイルの拡張子及び容量は以下のとおりです。１申告に対する添付ファイルの容量が 8Mbyte を超え

る場合は、追加申告から別途添付ファイルを追加で提出してください。 

 拡張子：「xls」、「xlsx」、「doc」、「docx」、「txt」、「csv」、「pdf」、「jpg」、「zip」（※） 

 １申告当たりの総上限容量：8Mbyte 

 （※）以下の ZIP ファイルは添付することができません。 

    ・ZIP ファイル内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

    ・ZIP ファイルの中に ZIP ファイルが含まれている場合 

     ・ZIP ファイルの中に２階層以上のフォルダが含まれる場合 

 「8.2 提出済みの申告書等に添付資料を追加で提出する」 
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 ポイント 

• 入力を一時中断したい場合は、入力中のデータをパソコンにダウンロードできます。「申告データのダウンロー

ド」をクリックして任意の場所に保存してください。申告データファイルは「20230101_123456.xml」のよう

なファイル名で出力されます。 

• 入力を再開する時は、「ダウンロードデータの再読み込み」をクリックし、保存していたファイルを読み込んでく

ださい。「ファイル読込」画面に遷移します。 

 

 

「ファイル読込」画面にて、「ファイルを選択」をクリックし保存していたデータを読み込み、「確認へ進む」をク

リックします。 
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ファイル名を確認し、「読込む」をクリックします。 

 

 

 

読み込みが完了しましたら、「入力へ戻る」をクリックしてください。 

保存したデータが入力された状態の「申告」画面に戻ります。 

 

 

入力が完了したら、「確認へ進む」をクリ

ックします。 

 ポイント 

• 確認へ進むボタンをクリック時に入力チ

ェックを行います。エラーとなった項目

の上部にエラーメッセージが表示されま

す。エラー内容に沿って正しい値を入力

してください。 
 

 

 

◼ 「申告確認」画面 

表示内容に問題がないことを確認し、「電

子署名へ進む」をクリックします。 

 ポイント 

• 入力内容を変更したい場合は、「入力へ

戻る」をクリックすると、「申告」画面

に戻り、入力内容を変更することができ

ます。 

• 「PDF ダウンロード」をクリックする

と、「PDF 出力中」と表示され、 PDF

形式の申告データファイルをダウンロー

ドできます。 

• 申告データファイルは「申告完了」画

面、又はトップメニューの「申告内容照

会」画面からもダウンロードできます。 
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◼ 「電子証明書読込」画面 

作成した申告書等に電子署名を付与する

ために、電子証明書の読み込みを行いま

す。 

お持ちの電子証明書の格納メディアによ

り、以降の操作は以下をご参照ください。 

 「7.1 IC カードまたは USB トークンに

格納された電子証明書を使用する」 

 「7.2 ファイルに格納された電子証明書

を使用する」 

 

 

 

 

完了 

 

◼ 「申告完了」画面 

電子署名を付与した申告書等が送信さ

れ、「申告完了」画面が表示されます。 

以上で完了となります。 

 

 

 注意 

• 過去の申告データは、30 日経過すると

照会できなくなります。 

• 「PDF ダウンロード」をクリックする

と、「PDF 出力中」と表示され、 PDF 形

式の申告データファイルをダウンロード

できますので、必ずダウンロードのうえ

保管してください。 

• 申告データファイルは「申告確認」画

面、又はトップメニューの「申告内容照

会」画面からもダウンロードできます。 

 ポイント 

• 「PCdesk(WEB 版)へ」をクリックする

と、PCdesk(WEB 版)が開きます。納税

の手続き等を行う場合は、PCdesk(WEB

版)から行ってください。 

 

 

 

  

5
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5.3 税目共通の申告書等を作成する 

税目共通の申告書等を作成する手順について説明します。 

税目共通の申告書等の作成では、税目選択が必要です。選択した税目により「申告」画面で入力する項目が

変わる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

手続き一覧検索 

 

◼ TOP 画面 

下にスクロールして「手続きの流れ」を表

示します。 

 

 

「検索キーワード」に手続き名を入力又

は「税目」リストから該当の税目を選択の

うえ、「絞り込みで検索する」をクリック

します。 

 ポイント 

• 「検索キーワード」に入力した文字列と

手続き名が部分一致する手続きの一覧が

検索されます。 

• 検索条件は以下のとおり組み合わせるこ

とや、指定なしとすることができます。 

1)「検索キーワード」、「税目」の両方が

指定されている場合、双方の条件に一致

する手続きが表示されます。 

2) 「検索キーワード」、「税目」の両方

が未指定の場合は、当該利用者が作成で

きる税目の手続きが表示されます。 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 

手続き一覧 

検索 

電子署名環境 

確認 

税目選択 提出先選択 

 

申告情報 

入力・確認 

 

完了 

1

2 



5 提出先ごとに申告書等を作成する 
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「手続き一覧」より、作成する手続きをク

リックします。 

 

 

 

電子署名環境確認 

 

◼ 「手続き説明」画面 

選択した手続きが表示されていることを

確認し、「電子署名環境を確認する」をク

リックします。 
 

 ポイント 

• 手続きの説明は「説明」欄をご参照くだ

さい。 

 

 

◼ 「電子署名環境確認」画面 

「税目を選択する」をクリックします。 

 

 

 

  

2
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 注意 

• 電子署名環境に問題がある場合、以下のメッセージが表示されます。 

「署名環境を準備またはバージョンアップする」をクリックし、eLTAX ホームページから署名用のプラグインを 

インストールしてください。 

 

 

 

税目選択 

 

◼ 「税目選択」画面 

申告を行う税目を選択し、「提出先を選択

する」をクリックします。 

 

 ポイント 

• 当該利用者が提出可能な税目がリストに

表示されます。 

 

 

 

 

  

3
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提出先選択 

 

◼ 「提出先選択」画面 

１．「地域」を選択し、「＞＞」をクリッ

クします。 

２．「都道府県」を選択し、「＞＞」をク

リックします。 

 

 

 

３．「地方公共団体」を選択し、「＞＞」

をクリックします。 

４．「区・事務所」を選択し、「入力へ進

む」をクリックします。 

 

 

 

 ポイント 

• 当該利用者の提出可能な提出先が一つの場合は、該当の提出先を選択済みとして表示します。 

• 当該利用者の提出先が「区・事務所」まで特定されない場合は、特定可能な項目まで選択済みとして表示します。 

4
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申告情報入力・確認 

 

◼ 「申告」画面 

「あて先」など必要な情報を入力します。 
 

 注意 

• 画面内にもスクロールバーがあります。

最下部の項目まで確認してください。 

 

 

 

 ポイント 

• 「申告」画面内に「【添付書類】」項目がある申告書には、「ファイルを選択」をクリックし、対象を選択することで

ファイルを添付することができます。 

 

• 選択できるファイルの拡張子及び容量は以下のとおりです。１申告に対する添付ファイルの容量が 8Mbyte を超え

る場合は、追加申告から別途添付ファイルを追加で提出してください。 

 拡張子：「xls」、「xlsx」、「doc」、「docx」、「txt」、「csv」、「pdf」、「jpg」、「zip」（※） 

 １申告当たりの総上限容量：8Mbyte 

 （※）以下の ZIP ファイルは添付することができません。 

    ・ZIP ファイル内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

    ・ZIP ファイルの中に ZIP ファイルが含まれている場合 

     ・ZIP ファイルの中に２階層以上のフォルダが含まれる場合 

 「8.2 提出済みの申告書等に添付資料を追加で提出する」 

 

 

５
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 ポイント 

• 入力を一時中断したい場合は、入力中のデータをパソコンにダウンロードできます。「申告データのダウンロー

ド」をクリックして任意の場所に保存してください。申告データファイルは「20230101_123456.xml」のよう

なファイル名で出力されます。 

• 入力を再開する時は、「ダウンロードデータの再読み込み」をクリックし、保存していたファイルを読み込んでく

ださい。「ファイル読込」画面に遷移します。 

 

 

 

「ファイル読込」画面にて、「ファイルを選択」をクリックし保存していたデータを読み込み、「確認へ進む」をク

リックします。 
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ファイル名を確認し、「読込む」をクリックします。 

 

 

 

読み込みが完了しましたら、「入力へ戻る」をクリックしてください。 

保存したデータが入力された状態の「申告」画面に戻ります。 

 

 

入力が完了したら、「確認へ進む」をクリ

ックします。 

 ポイント 

• 確認へ進むボタンをクリック時に入力チ

ェックを行います。エラーとなった項目

の上部にエラーメッセージが表示されま

す。エラー内容に沿って正しい値を入力

してください。 
 

 

 

◼ 「申告確認」画面 

表示情報に問題がないことを確認し、「電

子署名へ進む」をクリックします。 

 ポイント 

• 入力内容を変更したい場合は、「入力へ

戻る」をクリックすると、「申告」画面

に戻り、入力内容を変更することができ

ます。 

• 「PDF ダウンロード」をクリックする

と、「PDF 出力中」と表示され、 PDF

形式の申告データファイルをダウンロー

ドできます。 

• 申告データファイルは「申告完了」画

面、又はトップメニューの「申告内容照

会」画面からもダウンロードできます。 
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◼ 「電子証明書読込」画面 

作成した申告書等に電子署名を付与する

ために、電子証明書の読み込みを行いま

す。 

お持ちの電子証明書の格納メディアによ

り、以降の操作は以下をご参照ください。 

 「7.1 IC カードまたは USB トークンに

格納された電子証明書を使用する」 

 「7.2 ファイルに格納された電子証明書

を使用する」 

 

 

 

完了 

 

◼ 「申告完了」画面 

電子署名を付与した申告書等が送信さ

れ、「申告完了」画面が表示されます。 

以上で完了となります。 

 注意 

• 過去の申告データは、30 日経過すると

照会できなくなります。 

• 「PDF ダウンロード」をクリックする

と、「PDF 出力中」と表示され、 PDF

形式の申告データファイルをダウンロー

ドできますので、必ずダウンロードのう

え保管してください。 

• 申告データファイルは「申告確認」画

面、又はトップメニューの「申告内容照

会」画面からもダウンロードできます。 
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5.4 地方公共団体が独自に用意した様式をもとに申告書

等を作成する 

地方公共団体が独自に用意した様式（「団体個別様式」と表記します。）をもとに、申告書等を作成する手順

について説明します。 

この団体個別様式は、申告書ダウンロード一覧から検索し取得するか、地方公共団体のホームページから取

得してください。 

 

 

 

 

 

 

申告書ダウンロード 

 

◼ TOP 画面 

「申告書ダウンロード」をクリックしま

す。 

 

 

◼ 「申告書ダウンロード一覧」画面 

ダウンロードする申告書等を、「検索キー

ワード」へ入力し、「税目」リストから該

当の税目を選択のうえ、「絞り込みで検索

する」をクリックします。 

 ポイント 

• 「検索キーワード」に入力した文字列と

手続き名が部分一致する申告書等が検索

されます。 

• 検索条件は以下のとおり組み合わせるこ

とや、指定なしとすることができます。 

1)「検索キーワード」、「税目」の両方が

指定されている場合、双方の条件に一致

する申告書等が表示されます。 

2) 「検索キーワード」、「税目」の両方

が未指定の場合は、当該利用者が作成で

きる税目の申告書等が表示されます。 
 

 

 

2 3 4 5 6 7 1 

手続き一覧 

検索 

税目 

選択 

提出先選択 

 

申告情報 

入力・確認 

 

完了 電子署名環境 

確認 

申告書 

ダウンロード 
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「検索結果一覧」より、作成する申告書等

をクリックします。 

 

 

◼ 「申告書ダウンロード詳細」画面 

表示されている「ダウンロードファイル

1」をクリックし、ダウンロードします。 

ダウンロードが完了したら、「手続き

（TOP）」をクリックします。 
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手続き一覧検索 

 

◼ TOP 画面 

下にスクロールして「手続きの流れ」を表

示します。 

 

 

◼ TOP 画面 

「検索キーワード」に「簡易共有手続」と

入力し、「税目」リストから「税目共通」

を選択のうえ、「絞り込みで選択する」を

クリックします。 

 

 

 

「手続き一覧」より「【共通】簡易共有手

続」をクリックします。 
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電子署名環境確認 

 

◼ 「手続き説明」画面 

「電子署名環境を確認する」をクリック

します。 

 

 ポイント 

• 手続きの説明は「説明」欄をご参照くだ

さい。 

 

 

◼ 「電子署名環境確認」画面 

「税目を選択する」をクリックします。 

 

 

 注意 

• 電子署名環境に問題がある場合、以下のメッセージが表示されます。 

「署名環境を準備またはバージョンアップする」をクリックし、eLTAX ホームページから署名用のプラグインを 

インストールしてください。 
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税目選択 

 

◼ 「税目選択」画面 

申告等を行う税目を選択し、「提出先を選

択する」をクリックします。 

 

 ポイント 

• 当該利用者が提出可能な税目がリストに

表示されます。 

 

 

 

 

提出先選択 

 

◼ 「提出先選択」画面 

１．「地域」を選択し、「＞＞」をクリッ

クします。 

２．「都道府県」を選択し、「＞＞」をク

リックします。 

 

 

３．「地方公共団体」を選択し、「＞＞」

をクリックします。 

４．「区・事務所」を選択し、「入力へ進

む」をクリックします。 

 

 

 

 

  

 ポイント 

• 当該利用者の提出可能な提出先が一つの場合は、該当の提出先を選択済みとして表示します。 

• 当該利用者の提出先が「区・事務所」まで特定されない場合は、特定可能な項目まで選択済みとして表示します。 

4 
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申告情報入力・確認 

 

◼ 「申告」画面 

「申告者」、「提出年月日」を入力します。

入力が完了したら、「ファイルを選択」を

クリックします。 

 

 

 

「申告書ダウンロード詳細」画面でダウ

ンロードしたファイルを選択し、「開く」

をクリックします。 

 

 

 

 

 ポイント 

• 選択できるファイルの拡張子及び容量は以下のとおりです。１申告に対する添付ファイルの容量が 8Mbyte を超え

る場合は、追加申告から別途添付ファイルを追加で提出してください。 

 拡張子：「xls」、「xlsx」、「doc」、「docx」、「txt」、「csv」、「pdf」、「jpg」、「zip」（※） 

 １申告当たりの総上限容量：8Mbyte 

 （※）以下の ZIP ファイルは添付することができません。 

    ・ZIP ファイル内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

    ・ZIP ファイルの中に ZIP ファイルが含まれている場合 

     ・ZIP ファイルの中に２階層以上のフォルダが含まれる場合 

 「8.2 提出済みの申告書等に添付資料を追加で提出する」 

 

 

 注意 

• ファイルは必ず添付してください。 
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「確認へ進む」をクリックします。 
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 ポイント 

• 入力を一時中断したい場合は、入力中のデータをパソコンにダウンロードできます。「申告データのダウンロー

ド」をクリックして任意の場所に保存してください。申告データファイルは「20230101_123456.xml」のよう

なファイル名で出力されます。 

• 入力を再開する時は、「ダウンロードデータの再読み込み」をクリックし、保存していたファイルを読み込んでく

ださい。「ファイル読込」画面に遷移します。 

 

 

「ファイル読込」画面にて、「ファイルを選択」をクリックし保存していたデータを読み込み、「確認へ進む」をク

リックします。 
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ファイル名を確認し、「読込む」をクリックします。 

 

 

 

読み込みが完了しましたら、「入力へ戻る」をクリックしてください。 

保存したデータが入力された状態の「申告」画面に戻ります。 

 

 

 

◼ 「申告確認」画面 

表示情報に問題がないことを確認し、「電

子署名へ進む」をクリックします。 

 

 ポイント 

• 画面からの入力内容を変更したい場合

は、「入力へ戻る」をクリックすると、

「申告」画面に戻り、入力内容を変更す

ることができます。 

 

 

◼ 「電子証明書読込」画面 

作成した申告書等に電子署名を付与する

ために、電子証明書の読み込みを行いま

す。 

お持ちの電子証明書の格納メディアによ

り、以降の操作は以下をご参照ください。 

 「7.1 IC カードまたは USB トークンに

格納された電子証明書を使用する」 

 「7.2 ファイルに格納された電子証明書

を使用する」 
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完了 

 

◼ 「申告完了」画面 

電子署名を付与した申告書等が送信さ

れ、「申告完了」画面が表示されます。 

以上で完了となります。 
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 複数の申告書等を一括で作成する 

この章では、PCdesk Next で複数の申告書等を一括で作成する操作について説明します。 

 

6.1 CSV ファイルを取り込んで申告書等を作成する 

PCdesk Next では、複数の申告書等を一括で作成できます。この場合、あらかじめデータ作成支援ソフト又

は外部システム等で作成した CSV ファイルを PCdesk Next に取り込む必要があります。 

CSV ファイルを取り込んで申告書等を作成する手順について説明します。 

 ポイント 

• 軽油引取税のデータ作成支援ソフトで作成した CSV ファイルでは、１提出先に対する申告等となります。 

 

 

 

 

 

 

 

手続き一覧検索 

 

◼ TOP 画面 

下にスクロールして「手続きの流れ」を表

示します。 

 

 

手続き一覧 

検索 
電子署名環境 

確認 

CSV ファイル 

取込 

申告情報 

確認 

完了 

1 

1 2 3 4 5 
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「検索キーワード」に手続き名を入力又

は「税目」リストから該当の税目を選択の

うえ、「絞り込みで検索する」をクリック

します。 

 ポイント 

• 「検索キーワード」に入力した文字列と

名称が部分一致する手続きの一覧が検索

されます。 

• 検索条件は以下のとおり、組み合わせや

指定なしとすることができます。 

1)「検索キーワード」、「税目」の両方が

指定されている場合、双方の条件に一致

する手続きが表示されます。 

2) 「検索キーワード」、「税目」の両方

が未指定の場合は、当該利用者が作成で

きる税目の手続きが表示されます。 
 

 

 

「手続き一覧」より、作成する手続きをク

リックします。 

 

 ポイント 

• 宿泊税の納入申告書を作成する際は、宿

泊税が「定額制」と「定率制」のどちら

かによって、選択する手続きが異なりま

す。 

定額制の場合は「【宿泊税】納入申告書

（定額）一括取込」又は「【宿泊税】納入

申告書_特例申告（定額）一括取込」

を、定率制の場合は「【宿泊税】納入申

告書（定率）一括取込」又は「【宿泊

税】納入申告書_特例申告（定率）一括

取込」をクリックしてください。 

なお、「定額制」と「定率制」のどちら

に該当するか不明の場合は、提出先の地

方公共団体にご確認ください。 
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電子署名環境確認  

 

◼ 「手続き説明」画面 

選択した手続きが表示されていること

を確認し、「電子署名環境を確認する」

をクリックします。 

 

 ポイント 

• 手続きの説明は「説明」欄をご参照くだ

さい。 

 

 

◼ 「電子署名環境確認」画面 

「入力へ進む」をクリックします。 

 

 

 

 

  

 注意 

• 電子署名環境に問題がある場合、以下のメッセージが表示されます。 

「署名環境を準備またはバージョンアップする」をクリックし、eLTAX ホームページから署名用のプラグインを 

インストールしてください。 

 

2 
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CSV ファイル取込  

 

◼ 「一括申告」画面 

「ファイルを選択」をクリックします。 

 

CSV ファイルを選択し、「開く」をクリ

ックします。 

 

 

「選択ファイルを取込む」をクリックし

ます。 

 注意 

• CSV ファイルの設定内容に不備がある

場合、取込みができません。エラーメッ

セージの内容を確認のうえ、CSV ファ

イルの内容を修正し、再度取込みを行っ

てください。 

• 【軽油引取税】受払い等の数量報告書

（第 16 号の 41 様式）ＣＳＶ一括取込 

では、同時実行数の上限があります。 

同時実行数の上限となった場合、「同時

実行ユーザ数が最大値に達しているため

処理を実行できません。しばらくたって

から再度実行してください。」のメッセ

ージが表示されるため、メッセージの内

容に従って操作をしてください。 
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申告情報確認  

 

◼ 「一括申告」画面 

取り込んだ申告書等の一覧が表示されま

す。「詳細」をクリックします。 

 

 

 

取り込んだ申告書等の内容が正しいこと

を確認します。 

 

 

「戻る」をクリックします。 
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提出する申告書を選択（チェック）し、「確

認へ進む」をクリックします。 

 
 

 注意 

• 地方たばこ税、軽油引取税のＣＳＶ一

括取込では「ファイル添付へ進む」が

表示されますが、その他の申告では

「確認へ進む」が表示されます。 

 

 

 

 ポイント 

• 【地方たばこ税】ＣＳＶ一括取込では、申告に１つのファイルを添付することができます。添付したファイルは

全ての提出先の地方団体に送信されます。複数のファイルを送信したい場合は、ZIP ファイルにまとめて添付し

てください。 

• 「一括申告」画面にて「ファイル添付へ進む」をクリックすると、「一括申告ファイル添付」画面が表示されま

す。 

• ファイルを添付する手順は以下のとおりです。 

「ファイルを選択」をクリックします。（ファイルを添付しない場合は、「確認へ進む」ボタンをクリックしま

す。） 

 
 

添付するファイルを選択し、「開く」をクリックします。 

 

選択できるファイルの拡張子は以下のとおりです。 

拡張子：「xls」、「xlsx」、「doc」、「docx」、「txt」、「csv」、「pdf」、「jpg」、「zip」（※） 

（※）以下の ZIP ファイルは添付することができません。 

・ZIP ファイル内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

・ZIP ファイルの中に ZIP ファイルが含まれている場合 

・ZIP ファイルの中に２階層以上のフォルダが含まれる場合 

ファイルの上限容量は 8Mbyte です。添付ファイルの容量が 8Mbyte を超える場合は、追加申告から個別に

分割された申告に対して、別途添付ファイルを追加で提出してください。 
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「添付する」をクリックします。 

 
 

取り込んだ添付ファイルが表示されます。添付するファイルに相違がないことを確認し、「確認へ進む」をクリ

ックします。 
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 ポイント 

• 【軽油引取税】の CSV 一括取込では、提出先地方団体の手続きごとに提出が必要となる複数のファイルを、１つ

の ZIP ファイルにまとめて添付することができます。添付したファイルは後述するフォルダ構成の地方団体コー

ド、様式ＩＤフォルダに応じて該当の地方団体に送信されます。 

• 「一括申告」画面にて「ファイル添付へ進む」をクリックすると、「一括申告ファイル添付」画面が表示されま

す。 

• ファイルを添付する手順は以下のとおりです。 

「ファイルの選択」をクリックします。（ファイルを添付しない場合は、「確認へ進む」ボタンをクリックしま

す。） 
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添付するファイルを選択し、「開く」をクリックします。 

 

             

添付する ZIP ファイルのフォルダ構成例は以下のとおりです。 

※フォルダ構成ルールがあります。詳細は直後に記載の「注意」をご確認ください。 

 

【第一階層】一括添付ファイル.zip 

 ❘ 

 └ 【第二階層】フォルダ 

   ❘ 

   └ 【第三階層】01000 （地方団体コードフォルダ） 

      ❘ 

      ├ 【第四階層】KY160KC240 （様式ＩＤフォルダ） 

      ❘  ├【第五階層】添付ファイル 001.pdf 

      ❘  ├【第五階層】添付ファイル 002.pdf 

      ❘  └【第五階層】添付ファイル 003.zip 

      ❘ 

      └ 【第四階層】KY180KC240 （様式ＩＤフォルダ） 

          ├【第五階層】添付ファイル 004.pdf 

          └【第五階層】添付ファイル 005.pdf 
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第一階層（添付全体）の ZIP ファイルの上限容量は 100Mbyte です。 

 

 

添付する ZIP ファイルの圧縮例は以下のとおりです。 

第二階層フォルダを右クリックしてコンテキストメニュー[送る]-[圧縮（zip 形式）フォルダー]を選択して

ZIP ファイルを作成してください。 

 

 

 

「添付する」をクリックします。 
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取り込んだ添付ファイルが表示されます。添付するファイルに相違がないことを確認し、「確認へ進む」をクリ

ックします。 
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 注意 

フォルダ構成ルールは以下のとおりです。 

 

・第二階層 

一つのフォルダのみとしてください。 

・第三階層 

フォルダ名には地方団体コードを設定してください。複数の地方団体へファイルを送信したい場合は、

フォルダを複数作成してください。 

・第四階層 

フォルダ名には対象の様式ＩＤを設定してください。複数の様式へファイルを添付したい場合は、フォ

ルダを複数作成してください。 

申告する様式に対する様式ＩＤは以下のとおりです。 

        【軽油引取税】納入申告書（第 16 号の 10 様式）：KY010KN240 

        【軽油引取税】受払い等の数量報告書（第 16 号の 41 様式）：KY030KC240 

        【軽油引取税】納入先別納入数量等報告書（第 16 号の 37 様式）：KY160KC240 

         【軽油引取税】納入先別返還数量等報告書（第 16 号の 38 様式）：KY170KC240 

         【軽油引取税】事業所別納入数量等報告書（第 16 号の 39 様式）：KY180KC240 

         【軽油引取税】事業所別返還数量等報告書（第 16 号の 40 様式）：KY190KC240 

・第五階層 

添付したいファイルを最大 3 ファイル配置してください。 

３ファイル以上添付したい場合は ZIP ファイルにまとめて添付してください。 

第五階層（様式 ID フォルダ）内のファイルの拡張子は以下のとおりです。 

拡張子：「xls」、「xlsx」、「doc」、「docx」、「txt」、「csv」、「pdf」、「jpg」、「zip」（※） 

（※）以下の ZIP ファイルは添付することができません。 

・ZIP ファイル内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

・ZIP ファイルの中に ZIP ファイルが含まれている場合 

・ZIP ファイルの中に２階層以上のフォルダが含まれる場合 

添付不可の条件に該当する場合は、下記エラーメッセージが表示されます。 

「[提出先][様式名]の添付ファイル：{0}の ZIP フォルダ構成が正しくありません」 

第五階層のファイルの上限容量は、それぞれのファイルが 8Mbyte です。添付ファイルの容量が

8Mbyte を超える場合は、追加申告から個別に分割された申告に対して、別途添付ファイルを追加で

提出してください。 

 



6 複数の申告書等を一括で作成する 

 

 

 6-13 

 

◼ 「一括申告確認」画面 

「電子署名へ進む」をクリックします。 
 

 注意 

• 過去の申告データは、30 日経過すると

照会できなくなります。 

• 「申告」画面、又はトップメニューの

「申告内容照会」画面より PDF 形式の申

告データファイルを必ずダウンロードの

うえ保管してください。 

 

 

◼ 「電子証明書読込」画面 

作成した申告書等に電子署名を付与する

ために、電子証明書の読み込みを行いま

す。 

お持ちの電子証明書の格納メディアによ

り、以降の操作は以下をご参照ください。 

 「7.1 IC カードまたは USB トークンに

格納された電子証明書を使用する」 

 「7.2 ファイルに格納された電子証明書

を使用する」  
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完了 

 

◼ 「一括申告完了」画面 

電子署名を付与した申告書等が送信され、

「一括申告完了」画面が表示されます。 

以上で完了となります。 

 

 

 

 注意 

• 過去の申告データは、30 日経過すると

照会できなくなります。 

• トップメニューの「申告内容照会」画面

より PDF 形式の申告データファイルを

必ずダウンロードのうえ保管してくださ

い。 

 ポイント 

• 「PCdesk(WEB 版)へ」をクリックする

と、PCdesk(WEB 版)が開きます。納付

の手続き等を行う場合は、

PCdesk(WEB 版)から行ってください。 

 

5
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 申告書等に電子署名を付与して送信する 

この章では、作成した申告書等に電子署名を付与して送信する操作について説明します。 

 

利用者本人により確認済みであることを証明するために、申告書等を送信する前に、電子署名を付与しま

す。 

以下の場合に、電子署名を付与する必要があります。 

• 納税者等本人が申告書等を作成・送信する場合 

納税者等本人の電子署名が必要です。 

• 税理士等の代理人が納税者等の申告書等を作成・送信する場合 

代理人の電子署名が必要です。 

納税者等本人の電子署名は省略可能です。 

 

 注意 

• 電子署名には、利用届出で使用したものと同じ電子証明書を使用してください。なお、税理士法人の社員又は 

その補助税理士が代理人として電子署名を付与する場合は、税理士本人の電子証明書を使用してください。 

 

 法人の代表者の電子署名の省略について 

代表者の電子署名を省略したい場合は、申告等の対象である法人の代表者から委任を受けた者（申告

の対象である法人の役員及び職員に限ります。）の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を送信

してください。 

代表者の電子署名を省略するためには、次の２つの方式のいずれかで受任者の電子署名により申告等

の手続きを行ってください。 

（１）eLTAX における委任者記録ファイル方式 

 eLTAX における委任者記録ファイル方式による代表者の電子署名を省略するための手順 

手順 作業説明 

① 任意のフォーマットで必要な項目を記入して作成した委任状に、代表者印を押印の上、PDF 形式に変換

します。委任状に電子署名の付与はしないでください。 

② eLTAX に、受任者の電子証明書を登録します。既に法人の代表者の電子証明書を登録している場合は、

受任者の電子証明書へ変更します。 

③ 申告書等に、①で作成した委任状を添付し、受任者の電子署名を付与して送信します。 

なお、委任状は、申告等の手続きのたびに添付していただく必要がありますのでご注意ください。 

 委任状に記載する項目 

記載事項 必須／任意 記載例 

国税庁が指定する法人番号 必須 1234567890123 

法人の商業登記における法人名称 必須 株式会社 地方税商事 

法人の商業登記における法人所在地 必須 東京都千代田区永田町 1-11-32 

法人の代表者名 必須 地方税 太郎 

受任者の氏名 必須 地方税 花子 

受任者の役職・肩書き 必須 経理部長 

代理権の内容（※） 必須 ゴルフ場利用税 納入申告 

委任期間 必須 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 
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記載事項 必須／任意 記載例 

委任理由 任意 代表者の変更に伴うもの。 

その他参考となる事項 任意 － 
（※）「代理権の内容」につきましては、複数手続きを記載していただき、各手続きの申告書等に添付してご利用いただくことが

可能です。 

（２）電子証明書方式 

 電子証明書方式による代表者の電子署名を省略するための手順 

手順 作業説明 

① 電子委任状取扱事業者より電子委任状付き電子証明書を取得します。 

② 申告書等に、①で取得した受任者の電子委任状付き電子証明書により電子署名を付与して送信します。 
（※）既に法人の代表者の電子証明書を登録している場合は、受任者の電子委任状付き電子証明書への変更は不要です。 

 

 

電子署名に使用する電子証明書の種類に応じて、以下をご参照ください。 

• IC カードまたは USB トークンに格納された電子証明書を使用する場合 

 「7.1 IC カードまたは USB トークンに格納された電子証明書を使用する」 

• ファイルに格納された電子証明書を使用する場合  

 「7.2 ファイルに格納された電子証明書を使用する」 
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7.1 IC カードまたは USB トークンに格納された電子証

明書を使用する 

IC カードまたは USB トークンに格納された電子証明書を使用して、電子署名を付与したうえで送信する場

合の操作手順について説明します。 

 

 

 

 

 

 

電子証明書選択 

 

◼ 「電子証明書読込」画面 

「IC カードまたは USB トークンを利用」

をクリックし、「認証局サービス名」リス

トをクリックします。 

 
 

 ポイント 

• IC カードを使用する場合は、あらかじ

めパソコンに IC カードリーダライタを

接続のうえ、IC カードを IC カードリー

ドライタにセットしてください。 

• USB トークンを利用する場合は、あら

かじめパソコンに USB トークンを接続

してください。 

 

 

「認証局サービス名」を選択します。 
 

 ポイント 

• 選択した電子証明書に対応する「パスワ

ード入力」画面が表示されます。電子証

明書のパスワードを入力して、「OK」を

クリックします。以下の画面はマイナン

バーカードを使用した場合の画面です。 

 

 

 

1 

1 2 3 

電子証明書 

選択 

電子署名 

付与・送信 

完了 
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「電子署名確認へ進む」をクリックしま

す。 

 

 

表示された電子証明書の内容を確認のう

え、「OK」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 注意 

• 電子証明書の有効期間が切れている場合

は、電子証明書を取得し直してくださ

い。電子証明書の有効期間は、「証明書

表示」画面の「有効期間」で確認できま

す。 

 

 

 

電子署名付与・送信 

 

◼ 「電子署名確認」画面 

「署名・申告する」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
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完了 

 

◼ 「申告完了」画面 

電子署名を付与した申告書等が送信され、

「申告完了」画面が表示されます。 

以上で完了となります。 

 
 

 注意 

• 過去の申告データは、30 日経過すると

照会できなくなります。「PDF ダウンロ

ード」をクリックすると、PDF 形式の申

告データファイルをダウンロードできま

すので、必ずダウンロードのうえ保管し

てください。 

 ポイント 

• 「PCdesk(WEB 版)へ」をクリックする

と、PCdesk(WEB 版)が開きます。納付

の手続き等を行う場合は、

PCdesk(WEB 版)から行ってください。 

 

 

 

  

3 
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7.2 ファイルに格納された電子証明書を使用する 

ファイルに格納された電子証明書を使用して、電子署名を付与したうえで送信する場合の操作手順について

説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

電子証明書選択 

 

◼ 「電子証明書読込」画面 

「他メディアを利用」をクリックし、「電

子署名確認へ進む」をクリックします。 

 

 

「参照」をクリックします。 
 

 

電子署名 

付与・送信 

1 

1 2 3 

電子証明書 

選択 

完了 
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使用するファイルを選択し、「開く」を

クリックします。 
 

 ポイント 

• 任意のフォルダに保存してある電子証明

書のファイルを選択してください。 

 

 

使用するファイルのパスワードを入力

し、「次へ」をクリックします。 

 

 

表示された電子証明書の内容を確認のう

え、「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 注意 

• 電子証明書の有効期間が切れている場合

は、電子証明書を取得し直してくださ

い。電子証明書の有効期間は、「証明書

表示」画面の「有効期間」で確認できま

す。 
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電子署名付与・送信 

 

◼ 「電子署名確認」画面 

「署名・申告する」をクリックします。 

 

 

 

完了 

 

◼ 「申告完了」画面 

電子署名を付与した申告書等が送信さ

れ、「申告完了」画面が表示されます。 

以上で完了となります。 

 

 

 注意 

• 過去の申告データは、30 日経過すると

照会できなくなります。「PDF ダウンロ

ード」をクリックすると、PDF 形式の申

告データファイルをダウンロードできま

すので、必ずダウンロードのうえ保管し

てください。 

 ポイント 

• 「PCdesk(WEB 版)へ」をクリックする

と、PCdesk(WEB 版)が開きます。納付

の手続き等を行う場合は、

PCdesk(WEB 版)から行ってください。 

 

 

2 

3 
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 提出済みの申告書等を確認する/ 

追加申告する/再利用する  

この章では、PCdesk Next より提出済みの申告書等の内容を確認したうえで、添付資料等を追加で提出（追

加申告）する操作や、提出済みの申告書等をもとに新たな申告書等を作成する操作について説明します。 

 

 

 

 

提出済みの申告書等の内容を確認します。 

 「8.1 提出済みの申告書等を確認する」 

 提出済みの申告書等に対して、添付資料を追加で提出（追加申

告）します。 

 「8.2 提出済みの申告書等に添付資料を追加で提出する」 

 提出済みの申告書等をもとに（再利用して）、新たな申告書等を

作成します。 

 「8.3 提出済みの申告書等をもとに新たな申告書等を作成する」 

 

  

提出済みの申告書等を確認する 

提出済みの申告書等をもとに 

新たな申告書等を作成する 

提出済みの申告書等に追加で 

添付資料を提出する 
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8.1 提出済みの申告書等を確認する 

提出済みの申告書等の内容を確認する手順を説明します。 

 

◼ TOP 画面 

「申告内容照会」をクリックします。 

 

◼ 「申告一覧」画面 

確認したい手続きの検索条件を入力し、「検索」

をクリックします。 

 ポイント 

• 検索条件は、全項目の入力が必須ではあり

ません。 

• 2 つ以上条件を入力した場合は、複数条件

（and 条件）で検索されます。 

• 検索結果が 0 件の場合は、一覧情報にメッ

セージが表示されます。再度、適切な条件

を入力して検索を行ってください。 
 

 

該当手続きの「詳細」をクリックします。 

 ポイント 

• [並び替え]にて、検索結果に表示される手続

きの順番を変えることができます。 

• [表示数変更]にて、検索結果に表示される手

続きの表示数を 10 件、20 件又は 50 件か

ら選択し変更できます。 
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◼ 「申告内容詳細」画面 

「申告内容詳細」画面が表示され、申告書等の

内容が確認できます。 

 

 

 ポイント 

• 「追加申告する」をクリックすると、「手続

き説明」画面に遷移します。追加申告の操

作の流れは、以下をご参照ください。 

 「8.2 提出済みの申告書等に添付資料を追

加で提出する」 

• 「再申告する」をクリックすると、「提出先

選択」画面に遷移します。再申告の操作の

流れは、以下をご参照ください。 

 「8.3 提出済みの申告書等をもとに新たな

申告書等を作成する」 

 

 

 注意 

• 過去の申告データは、30 日経過すると照会

できなくなります。「PDF ダウンロード」を

クリックすると、PDF 形式の申告データフ

ァイルをダウンロードできますので、必ず

ダウンロードのうえ保管してください。 

 

 

 

 注意 

• PCdesk Next では、ポータルセンタや地方公共団体から届いたメッセージや受付完了通知を確認することはでき

ません。これらの確認は、PCdesk(WEB 版)から実施してください。 

 「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 

－「9.2 メッセージを照会する」 
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8.2 提出済みの申告書等に添付資料を追加で提出する 

提出済みの申告書等に対して、添付資料を追加で提出（追加申告）する手順について説明します。 

添付資料が多く一度に送信し切れなかった場合や、添付漏れがあった場合などに、この操作を行ってくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

申告内容確認 

 

◼ TOP 画面 

「申告内容照会」をクリックします。 

 

◼ 「申告一覧」画面 

確認したい手続きの検索条件を入力し、「検索」

をクリックします。 

 ポイント 

• 検索条件は、全項目の入力が必須ではあり

ません。 

• 2 つ以上条件を入力した場合は、複数条件

（and 条件）で検索されます。 

• 検索結果が 0 件の場合は、一覧情報にメッ

セージが表示されます。再度、適切な条件

を入力して検索を行ってください。 
 

 

1 2 3 

添付資料追加 電子署名 

付与・送信 

完了 

1 

４ 

申告内容確認 
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該当手続きの「詳細」をクリックします。 

 ポイント 

• [並び替え]にて、検索結果に表示される手続

きの順番を変えることができます。 

• [表示数変更]にて、検索結果に表示される手

続きの表示数を 10 件、20 件又は 50 件か

ら選択し変更できます。 
 

 

◼ 「申告内容詳細」画面 

「申告内容詳細」画面が表示され、表示内容

が正しいことを確認します。 

 

 

 

 

添付資料追加 

 

◼ 「申告内容詳細」画面 

「追加申告する」をクリックします。 

 

 

◼ 「手続き説明」画面 

選択した手続きが表示されていることを確

認し、「電子署名環境を確認する」をクリ

ックします。 

 ポイント 

• 手続きの説明は「説明」欄をご参照くださ

い。 
 

 

 

2 
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◼ 「電子署名環境確認」画面 

「入力へ進む」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 「申告」画面 

「ファイルを選択」をクリックします。 

 

 

 注意 

• 電子署名環境に問題がある場合、以下のメッセージが表示されます。 

「署名環境を準備またはバージョンアップする」をクリックし、eLTAX ホームページから署名用のプラグインを 

インストールしてください。 

 



8 提出済みの申告書等を確認する/ 

追加申告する/再利用する 

 

 

 8-7 

 

追加で提出したい添付資料のファイルを選択し、

「開く」をクリックします。 

 ポイント 

• 任意のフォルダに保存してある添付資料の

ファイルを選択してください。 

 

 

 

 

 

 ポイント 

• 選択できるファイルの拡張子及び容量は以下のとおりです。 

拡張子：「xls」、「xlsx」、「doc」、「docx」、「txt」、「csv」、「pdf」、「jpg」、「zip」（※） 

  １申告当たりの総上限容量：8Mbyte 

  （※）以下の ZIP ファイルは添付することができません。 

    ・ZIP ファイル内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

    ・ZIP ファイルの中に ZIP ファイルが含まれている場合 

    ・ZIP ファイルの中に２階層以上のフォルダが含まれる場合 

• ファイルの上限容量は 8Mbyte です。 

• ファイル名に eLTAX で利用できない文字（外字等）が含まれないようにしてください。 

eLTAX で利用できる文字については、eLTAX ホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp）でご確認ください。 

• ファイル名は、ファイルが保存されているフォルダのパスの文字数と併せて合計 256 文字以内で設定してくださ

い。 

• 添付資料のファイルは、同時に複数選択することはできません。 

 

「確認へ進む」をクリックします。 
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◼ 「申告確認」画面 

「電子署名へ進む」をクリックします。 

 ポイント 

• 入力内容を変更したい場合は、「入力へ戻

る」をクリックすると、「申告」画面に戻

り、入力内容を変更することができます。 

 

 

 

 

電子署名付与・送信 

  以降の操作は、以下をご参照ください。 

 「7 申告書等に電子署名を付与して送信する」 

 

  

3 
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8.3 提出済みの申告書等をもとに新たな申告書等を作成

する 

提出済みの申告書等をもとに新たな申告書等を作成する手順について説明します。 

前回の申告書等を流用しながら新たな申告書等を作成する場合などに、この操作を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

申告内容確認 

 

◼ TOP 画面 

「申告内容照会」をクリックします。 

 

◼ 「申告一覧」画面 

確認したい手続きの検索条件を入力し、「検索」

をクリックします。 

 ポイント 

• 検索条件は、全項目の入力が必須ではあり

ません。 

• 2 つ以上条件を入力した場合は、複数条件

（and 条件）で検索されます。 

• 検索結果が 0 件の場合は、一覧情報にメッ

セージが表示されます。再度、適切な条件

を入力して検索を行ってください。 
 

 

1 2 

申告書等作成 

（再利用） 

電子署名 

付与・送信 

1 

3 

完了 

４ 

申告内容確認 



8 提出済みの申告書等を確認する/ 

追加申告する/再利用する 

 

 

 8-10 

 

該当手続きの「詳細」をクリックします。 

 ポイント 

• [並び替え]にて、検索結果に表示される手続

きの順番を変えることができます。 

• [表示数変更]にて、検索結果に表示される手

続きの表示数を 10 件、20 件又は 50 件か

ら選択し変更できます。 
 

 

◼ 「申告内容詳細」画面 

「再申告する」をクリックします。 

 

◼ 「提出先選択」画面 

１．「地域」を選択し、「＞＞」をクリック

します。 

２．「都道府県」を選択し、「＞＞」を 

クリックします。 

 

３．「地方公共団体」を選択し、「＞＞」を

クリックします。 

４．「区・事務所」を選択し、 

「手続き説明へ進む」をクリックします。 

 ポイント 

• 当該利用者の提出可能な提出先が一つの場

合は、該当の提出先を選択済みとして表示

します。 

• 当該利用者の提出先が「区・事務所」まで

特定されない場合は、特定可能な項目まで

選択済みとして表示します。 
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◼ 「手続き説明」画面 

「電子署名環境を確認する」をクリック 

します。 

 ポイント 

• 手続きの説明は「説明」欄をご参照くださ

い。 
 

 

 

◼ 「電子署名環境確認」画面 

「入力へ進む」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  

 注意 

• 電子署名環境に問題がある場合、以下のメッセージが表示されます。 

「署名環境を準備またはバージョンアップする」をクリックし、eLTAX ホームページから署名用のプラグインを 

インストールしてください。 
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申告書等作成（再利用） 

 

◼ 「申告」画面 

提出済みの申告書等の内容が表示されるの

で、適宜修正入力します。入力が完了したら、

「確認へ進む」をクリックします。 

 注意 

• 画面内にもスクロールバーがあります。 

最下部の項目まで確認してください 

 

 ポイント 

• 確認へ進むボタンをクリック時に入力チェ

ックを行います。エラーとなった項目の上

部にエラーメッセージが表示されます。エ

ラー内容に沿って正しい値を入力してくだ

さい。 
 

 

 

 

 ポイント 

• 「申告」画面内に「【添付書類】」項目がある申告書には、「ファイルを選択」をクリックし、対象を選択することで

ファイルを添付することができます。 

 

• 選択できるファイルの拡張子及び容量は以下のとおりです。 

 拡張子：「xls」、「xlsx」、「doc」、「docx」、「txt」、「csv」、「pdf」、「jpg」、「zip」（※） 

１申告当たりの総上限容量：8Mbyte 

 （※）以下の ZIP ファイルは添付することができません。 

    ・ZIP ファイル内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合 

    ・ZIP ファイルの中に ZIP ファイルが含まれている場合 

     ・ZIP ファイルの中に２階層以上のフォルダが含まれる場合 

 

 

2 
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◼ 「申告確認」画面 

表示内容に問題がないことを確認し、 

「電子署名へ進む」をクリックします。 

 ポイント 

• 入力内容を変更したい場合は、「入力へ戻

る」をクリックすると、「申告」画面に戻

り、入力内容を変更することができます。 

• 「PDF ダウンロード」をクリックすると、

「PDF 出力中」と表示され、 PDF 形式の申

告データファイルをダウンロードできま

す。 

• 申告データファイルは「申告完了」画面、

又はトップメニューの「申告内容照会」画

面からもダウンロードできます。 
 

 

 

 

 

電子署名付与・送信 

  以降の操作は、以下をご参照ください。 

 「7 申告書等に電子署名を付与して送信する」 

3 
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 【付録】利用可能な手続き 

この章では、PCdesk Next で利用可能な手続き（申告書等の様式及び対象税目）について記載します。 

 

PCdesk Next で取り扱っている申告書等の様式及び対象税目は、以下のとおりです。 

また、様式によって申告書の作成方法が異なります。ここでは、以下のように表記します。 

●「通常」：画面入力又はデータ作成支援ソフトを利用して作成する方法 

・「画面」：提出先ごとに必要な事項を画面入力して作成する方法 

 「5.1 通常申告の申告書等を作成する」 

・「ソフト」：データ作成支援ソフトを利用して作成する方法 

 「5.2 データ作成支援ソフトを利用して申告書等を作成する」 

●「一括」：CSV ファイルを取り込んで複数の申告書等を一括で作成する方法 

 「6.1 CSV ファイルを取り込んで申告書等を作成する」 

〈地方たばこ税（都道府県たばこ税、市区町村たばこ税）、ゴルフ場利用税、入湯税、宿泊税及び軽油引取税に

係る様式〉 

※ 当手続きを行う場合は、申告完了後に「返還に係る製造たばこの明細書（第 16 号の５様式）」を添付して追加申告を行う必要があり

ます。追加申告の方法は以下をご参照ください。 

 「8.2 提出済みの申告書等に添付資料を追加で提出する」 

項番 様式名 提出先提出先 対象税目 
通常 

一括 
画面 ソフト 

1 たばこ税一括申告 

・第 16 号様式 

・第 16 号様式別表１ 

・第 16 号様式別表２ 

・第 16 号の２様式 

・第 16 号の２様式別表１ 

・第 16 号の２様式別表２ 

・第 16 号の２様式別表３ 

・第 16 号の３様式 

・第 16 号の５様式 

・第 34 号の２様式 

・第 34 号の２の２様式 

都道府県/市区町村 都道府県たばこ税 

市区町村たばこ税 

 

 〇 

2 都道府県たばこ税還付請求申

告書※ 

（第 16 号の７様式） 

都道府県 都道府県たばこ税 〇   
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項番 様式名 提出先 対象税目 
通常 

一括 
画面 ソフト 

3 営業の開廃等の報告書（第

16 号の８様式） 

都道府県 都道府県たばこ税 〇   

4 市区町村たばこ税還付請求申

告書※ 

（第 34 号の２の６様式） 

市区町村 市区町村たばこ税 〇   

5 ゴルフ場利用税納入申告書 都道府県 ゴルフ場利用税 〇 〇 〇 

6 特別徴収義務者登録申請書

（新規・変更） 

都道府県 ゴルフ場利用税 〇   

7 軽減税率（課税免除）適用申

請書 

都道府県 ゴルフ場利用税 〇   

8 納入申告書（定額） 都道府県/市区町村 宿泊税 〇 〇 〇 

9 納入申告書（定率） 都道府県/市区町村 宿泊税 〇 

 

〇 〇 

10 納入申告書_特例申告 

（定額） 

都道府県/市区町村 宿泊税 〇 

 

〇 〇 

11 納入申告書_特例申告 

（定率） 

都道府県/市区町村 宿泊税 〇 

 

〇 〇 

12 特別徴収義務者登録申請書 

（新規・変更・休止廃止再

開・証票） 

都道府県/市区町村 宿泊税 〇   

13 申告納期限の特例適用者指定

申請書（指定・取りやめ） 

都道府県/市区町村 宿泊税 〇   

14 納入申告書 市区町村 入湯税 〇 〇 〇 

15 特別徴収義務者経営申告書 

（新規・変更・休止廃止再

開・証票） 

市区町村 入湯税 〇   
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項番 様式名 提出先 対象税目 
通常 

一括 
画面 ソフト 

16 納入申告書ＣＳＶ一括取込 

・第 16 号の 10 様式 

・第 16 号の 10 様式別表 

都道府県 軽油引取税   〇 

17 受払い等の数量報告書 

ＣＳＶ一括取込 

・第 16 号の 41 様式 

・第 16 号の 41 様式別表 1 

・第 16 号の 41 様式別表 2 

・第 16 号の 41 様式別表 3 

・第 16 号の 41 様式別表 4 

・第 16 号の 41 様式別表 5 

・第 16 号の 41 様式別表 6 

・第 16 号の 41 様式別表 7 

・第 16 号の 41 様式別表 8 

・第 16 号の 41 様式別表 9 

・第 16 号の 41 様式別表 10 

・第 16 号の 41 様式別表 11 

・第 16 号の 41 様式別表 12 

都道府県 軽油引取税   〇 

18 納入先別・事務所事業所別納

入・返還数量報告書 

ＣＳＶ一括取込 

・第 16 号の 37 様式 

・第 16 号の 38 様式 

・第 16 号の 39 様式 

・第 16 号の 40 様式 

都道府県 軽油引取税   〇 
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項番 様式名 提出先 対象税目 

通常 

一括 

画面 ソフト 

19 事業の開廃等の届出書（第

16 号の 35 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

20 販売契約の締結等の届出書

（第 16 号の 36 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

21 元売業者指定申請書（第 16

号の 25 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

22 仮特約業者指定申請書（第

16 号の 28 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

23 特約業者指定申請書（第 16

号の 29 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

24 軽油引取税特別徴収義務者登

録・変更・消除申請書 

都道府県 軽油引取税 〇   

25 軽油引取税特別徴収義務者登

録証票喪失届 

都道府県 軽油引取税 〇   

26 軽油の製造数量等の報告書

（第 16 号の 42 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

27 軽油引取税納付申告書（第

16 号の 12 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

28 免税軽油使用者証交付申請書

（第 16 号の 16 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

29 免税軽油使用者証交付申請書

（第 16 号の 16 の 2 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

30 免税軽油使用者証共同交付申

請書（第 16 号の 17 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

31 免税軽油使用者証共同交付申

請書（第 16 号の 17 の 2 様

式） 

都道府県 軽油引取税 〇   



9 【付録】利用可能な手続き 

 

 

 9-5 

 

 

  

項番 様式名 提出先 対象税目 
通常 

一括 
画面 ソフト 

32 免税軽油使用者証記載事項変

更申請書 

都道府県 軽油引取税 〇   

33 免税証交付申請書（第 16 号

の 21 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

34 免税証交付申請先届出書（第

16 号の 23 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

35 免税軽油使用者証・免税証返

納書 

都道府県 軽油引取税 〇   

36 免税軽油譲渡届出書（第 16

号の 15 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

37 免税軽油使用者証・免税証喪

失届 

都道府県 軽油引取税 〇   

38 免税軽油の引取り等に係る報

告書（第 16 号の 30 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

39 免税軽油の引取り等に係る報

告書（第 16 号の 30 の 2 様

式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

40 製造承認申請書（第 16 号の

31 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

41 燃料炭化水素油譲渡承認申請

書（第 16 号の 32 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

42 燃料炭化水素油消費承認申請

書（第 16 号の 33 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

43 軽油引取税の還付・納入義務

の免除申請書（第 16 号の

14 様式） 

都道府県 軽油引取税 〇   

44 軽油引取税徴収猶予申請書 都道府県 軽油引取税 〇   



9 【付録】利用可能な手続き 

 

 

 9-6 

 

 

 

〈税目共通様式〉 

項番 様式名 提出先 対象税目 

1 更正請求書 都道府県 都道府県民税（利子割） 

都道府県民税（配当割） 

都道府県民税（株式等譲渡所得割） 

都道府県たばこ税 

ゴルフ場利用税 

軽油引取税 

自動車税（環境性能割） 

宿泊税 

軽自動車税（環境性能割） 

その他の法定外税 

市区町村 個人都道府県民税・市区町村民税（特

別徴収）（※） 

市区町村たばこ税 

鉱産税 

入湯税 

事業所税 

宿泊税 

その他の法定外税 
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項番 様式名 提出先 対象税目 

2 申告書の提出期限の延長の承認申請書 都道府県 都道府県民税（利子割） 

都道府県民税（配当割） 

都道府県民税（株式等譲渡所得割） 

個人事業税 

不動産取得税 

都道府県たばこ税 

ゴルフ場利用税 

軽油引取税 

自動車税（環境性能割） 

自動車税（種別割） 

鉱区税 

宿泊税 

軽自動車税（環境性能割） 

水利地益税 

その他の法定外税 

市区町村 個人都道府県民税・市区町村民税（普

通徴収）（※） 

個人都道府県民税・市区町村民税（特

別徴収）（※） 

法人市町村民税 

固定資産税・都市計画税（土地・家

屋） 

軽自動車税（種別割） 

市区町村たばこ税 

鉱産税 

入湯税 

事業所税 

水利地益税 

国民健康保険税 

宿泊税 

固定資産税（償却資産） 

その他の法定外税 
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項番 様式名 提出先 対象税目 

3 納税管理人申告（申請）書 都道府県 法人都道府県民税・事業税・特別法人

事業税又は地方法人特別税 

個人事業税 

不動産取得税 

ゴルフ場利用税 

自動車税（種別割） 

鉱区税 

宿泊税 

水利地益税 

その他の法定外税 

市区町村 個人都道府県民税・市区町村民税（普

通徴収）（※） 

法人市町村民税 

固定資産税・都市計画税（土地・家

屋） 

鉱産税 

事業所税 

水利地益税 

国民健康保険税 

宿泊税 

固定資産税（償却資産） 

その他の法定外税 

4 課税対象とならない利用（課税免除）

の届出書 

都道府県 ゴルフ場利用税 

宿泊税 

市区町村 入湯税 

宿泊税 
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（※）令和６年度以降の個人都道府県民税・市区町村民税には森林環境税が含まれます。 

 

 ポイント 

• 税目共通様式とは、特定の税目によらず、複数の税目で共通的に利用できる手続きの様式です。この様式を使用し

て申告書等を作成する操作は、以下をご参照ください。 

 「5.3 税目共通の申告書等を作成する」 

 
 

 ポイント 

• 団体個別様式とは、提出先の地方公共団体が独自に定めたうえで、eLTAX の手続きに利用するために PCdesk 

Next に登録された様式です。申告書等の作成にあたっては、この様式をダウンロードしたうえで、必要事項を 

入力・編集します。この様式を使用して申告書等を作成する操作は、以下をご参照ください。 

  「5.4 地方公共団体が独自に用意した様式をもとに申告書等を作成する」 

 
 

項番 様式名 提出先 対象税目 

5 団体個別様式 都道府県 都道府県たばこ税 

ゴルフ場利用税 

宿泊税 

軽油引取税 

市区町村 市区町村たばこ税 

入湯税 

宿泊税 
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 【付録】用語説明 

この章では、PCdesk Next の用語の説明を記載しています。 

 

基本用語 

項目 説明 

あ行 
委任 納税者本人から税理士等の代理人に代理行為を委ねることです。 

インストーラ OS やアプリケーションをパソコンに追加して使えるようにする

ためのソフトウェアのことです。 

インストール ソフトウェアをパソコンに追加して、利用できる状態にすること

です。 

受付通知 申告データ等の送信や、別表や添付資料の追加送信、利用者情報

の変更等の手続きを行うと送付されるメッセージです。これが受

信できた場合、送信したデータの基本事項（利用者、住所等）に

問題がないことを表します。 

なお、PCdesk Next では受付通知は確認できません。 

か行 
外字 ユーザ又はメーカーが独自に作成して登録した文字です。特殊な

人名や地名で使用されます。 

拡張子 ファイルの種類を識別するためにファイルの名前（ファイル名）

の末尾につけられる文字列のことです。 

共通納税 地方税共通納税システムを利用して行う電子納税のことをいいま

す。 

さ行 
申告データ インターネットを利用して手続きを行うために、申告書の内容を

データ化したものです。 

税目共通様式 特定の税目によらず、複数の税目で共通的に利用できる手続きの

様式のことです。 

税理士等 税理士又は税理士法人のことです。 
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項目 説明 

た行 
ダイアログ 操作の過程で一時的に開かれる小さい画面のことです。「ダイア

ログボックス」とも呼ばれます。 

代理行為 税理士等の代理人が、依頼人の納税者本人に代わり申告等を行う

ことです。 

代理行為の承認 税理士等の代理人が代理行為を行うことについて、依頼人が許可

することです。 

代理行為の承認依頼 税理士等の代理人が代理行為を行うことについて、代理人が依頼

人に承認依頼をすることです。 

代理人 税理士又は税理士法人等の、法律の定めにより納税者に代理して

申告書等の作成や提出、納税等を行う人をいいます。 

団体個別様式 提出先の地方公共団体が独自に定めたうえで、eLTAX の手続き

に利用するために PCdesk Next に登録された様式のことです。

申告書等の作成にあたっては、この様式をダウンロードしたうえ

で、必要事項を入力・編集します。 

地方税共通納税システム 地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィ

スのパソコンからインターネットを通じて地方税の納税を簡単に

行うことができる電子納税の仕組みです。 

追加送信 申告データ等に添付資料が添付しきれない場合や添付漏れの場合

に、追加で送信することです。 

電子証明書 現実世界でのパスポートや印鑑証明書と同じような「身分証明

書」で、インターネットや電子の世界で持ち主の情報が正しいこ

とを証明します。認証局と呼ばれる組織が持ち主の身元認証し発

行します。 

マイナンバーカードにも電子証明書が格納されています。 

電子署名 電子的な手続きにおいて、当該電子データの作成者を明らかに

し、かつ、作成データの改ざんのないことを示すものです。従来

の書面による手続きにおける署名・捺印に代わるものであり、

eLTAX で申告等を行う際にも電子署名を行います。 

電子署名を行うには電子証明書が必要です。電子証明書の添付を

併せて行うことで、作成データの改ざん、なりすましを防ぎま

す。 

電子申告 eLTAX において、PCdesk 等の eLTAX 対応ソフトウェアを使用

して、自宅やオフィス等からインターネット経由で申告手続きを

行うことをいいます。 

電子申請・届出 eLTAX において、申告手続きに関連した、申請・届出手続きを

PCdesk から行うことをいいます。なお、PCdesk Next では申

請・届出手続きを含めて「申告等」と表記しています。 

電子納税 自宅やオフィス等からインターネット経由で地方税の納付手続き

を行うことをいいます。eLTAX においては、共通納税といいま

す。 



10 【付録】用語説明 

 

 

 10-3 

 

項目 説明 

特別徴収義務者 地方公共団体が、地方税の徴収について便宜を有する者を指定

し、指定された者が納税義務者から税金を徴収し、その徴収した

税金を地方公共団体へ納める義務を負う者のことを特別徴収義務

者といいます。 

は行 
バージョンアップ 新しいバージョンのソフトウェアに入れ替えることを指します。 

プラグイン ソフトウェアに機能を追加する小さなプログラムのことを指しま

す。 

プルダウン ウィンドウの特定の部分をクリックすると下方向に引き出される

ように表示されるメニューのことです。 

ポータルセンタ eLTAX の受付窓口です。インターネットを介して地方公共団体

への申告データ等を一括して受け付けます。受け付けた申告デー

タ等は、該当する地方公共団体へ送信します。 

ま行 
マイナンバーカード 市区町村が交付する、身分証明等に利用できる個人番号を記載し

た IC カードです。 

eLTAX では、電子署名等に使用できます。「マイナンバーカー

ド」は通称で、正式には「個人番号カード」と呼びます。 

メッセージ eLTAX システムに届く、システムや地方公共団体からのお知ら

せ等のことです。 

メッセージボックス eLTAX システム内に利用者 ID ごとに用意される場所で、システ

ムや地方公共団体からのお知らせ等のメッセージが格納されま

す。 

PCdesk(DL 版)、PCdesk(WEB 版)、PCdesk(SP 版)や、税務ソ

フトから確認することができます。 

※インターネットの一般的な電子メールとは異なります。 

や行 
様式 地方税の申告等の手続きを行う際に、地方税法等で定められた様

式のことです。 
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項目 説明 

ら行 
利用者 納税者、税理士等、eLTAX の利用者 ID を持つ個人又は法人全般

を指します。 

利用者 ID eLTAX を利用する利用者ごとに交付される、利用者を特定する

番号のこと。利用届出を行うと交付されます。 

利用者 ID は、PCdesk Next へのログインやポータルセンタへの

接続時に必要となります。 

利用者情報 eLTAX を利用する利用者の情報（利用者 ID、氏名又は名称、住

所又は所在地等）をいいます。なお、当該情報は、利用届出の内

容から作成されます。 

利用届出 eLTAX を利用する際に行う手続きのことです。申告書等の提出

先となる地方公共団体に氏名等を届け出ます。新規の利用届出

は、PCdesk(WEB 版)から行うことができます。詳細の手順は、

PCdesk(WEB 版)ガイドの以下をご参照ください。「2.1 利用届

出（新規）を行う」 

新規の利用届出を行うことにより、利用者 ID が交付されます。

利用届出には「新規」のほか、「変更」「廃止」があります。 

E 
eLTAX 地方税ポータルシステムの呼称です。エルタックスと読みま

す。地方税における手続きをインターネットを利用して電子的

に行うシステムです。eLTAX は、electronic（電子）、Local（地

方）、TAX（税）からなる造語です。 

eLTAX 対応ソフトウェア 無償で提供している PCdesk のほか、市販の eLTAX 対応ソフト

ウェアがあります。 

e-Tax 国税に関する各種の手続をインターネット等を利用して、電子

的に行えるシステムです。 

eLTAX は地方税を扱いますが、e-Tax では国税を扱います。詳

細は e-Tax のホームページをご覧ください。 

I 
IC カード メモリや演算装置を組み込んだ IC チップをカード状のケースに

埋め込んだものです。 

eLTAX では、電子署名や、ポータルログインの際に使用できま

す。マイナンバーカードも IC カードの一種です。 

 

IC カードリーダライタ IC カードの情報を読み書きする装置のことです。 
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項目 説明 

O 
OS（オペレーティングシス

テム） 

機器の管理及び制御のための機能やソフトウェアが共通して利用

する基本的な機能を実装した、コンピュータを管理するためのソ

フトウェアのことです。 

P 
PCdesk eLTAX を利用するための無償の eLTAX 対応ソフトウェアの呼

称。ピーシーデスクと読みます。 

ダウンロードして利用者の PC にインストールして使う「DL

版」、ブラウザから利用届出(新規)や申請・届出等を行う際に使

用する「WEB 版」、スマートフォンでメッセージボックスの確

認等ができる「SP 版」があります。 

PCdesk Next PCdesk(DL 版)、PCdesk(WEB 版)とは異なる申告、申請及び届

出の手続きを行えるソフトウェアです。Web ブラウザでアクセ

スして利用します。 

U 
USB トークン IC カードと同じ技術で作られているセキュリティデバイスのこ

とです。 

W 
Web ブラウザ Web ページを閲覧するためのアプリケーションソフトのことで

す。 
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